
新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正事項分
  

(平成28年11月第１回訂正分) 
  

株式会社エルテス 
  

  

○ 新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正理由 

平成28年10月24日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集

150,000株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を平成28年11月８日開催の取締役会において決定し、並びにブック

ビルディング方式による売出し98,500株(引受人の買取引受による売出し66,100株・オーバーアロットメントによる売

出し32,400株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、

また、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「４ 親引け先への販売について」を追加記

載するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出いたしましたので、新株式発行並びに株式売出届出目論見書を訂正

いたします。 

  
○ 訂正箇所及び文書のみを記載してあります。なお、訂正部分には  罫を付し、ゴシック体で表記しております。 

  
  
第一部 【証券情報】 

  

第１ 【募集要項】 

  

１ 【新規発行株式】 

＜欄外注記の訂正＞ 

(注) ２．当社は、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下

「第１ 募集要項」において「引受人」という。)に対し、上記発行株式数の一部を、当社が指定する下記

販売先(親引け先)に販売を要請しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状

況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ 親引け先への販売について」をご

参照下さい。当社が指定する販売先(親引け先)・株式数・目的は下表に記載のとおりです。 
  

  なお、親引けは、日本証券業協会が定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規

則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)

であります。  

３．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。 

  名称：株式会社証券保管振替機構 

  住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 

４．上記とは別に、平成28年10月24日開催の取締役会において、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普

通株式32,400株の第三者割当増資を行うことを決議しております。 

  なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 第三者割当増資とシン

ジケートカバー取引について」をご参照下さい。 

  

(注)２．の全文削除及び３．４．５．の番号変更 

  

ブックビルディング方式による募集の条件及びブックビルディング方式による売出しの条件等の決定に伴い、金融

商品取引法第７条第１項により有価証券届出書の訂正届出書を平成28年11月９日に関東財務局長に提出しておりま

すが、その届出の効力は生じておりません。 
 

指定する販売先(親引け先)  株式数  目的  

エルテス社員持株会 上限7,200株 福利厚生のため 
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２ 【募集の方法】 

平成28年11月17日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の引受人は、買取引受けを

行い、当該引受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は平成28年11月

８日開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額(1,402.50円)以上の価額となります。引受人は払込期日

までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当

社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。 

(略) 

＜欄内の数値の訂正＞ 

「ブックビルディング方式」の「発行価額の総額(円)」の欄：「206,550,000」を「210,375,000」に訂正。 

「計(総発行株式)」の「発行価額の総額(円)」の欄：「206,550,000」を「210,375,000」に訂正。 

「ブックビルディング方式」の「資本組入額の総額(円)」の欄：「111,780,000」を「118,680,000」に訂正。 

「計(総発行株式)」の「資本組入額の総額(円)」の欄：「111,780,000」を「118,680,000」に訂正。 

＜欄外注記の訂正＞ 

(注) ３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。 

５．仮条件(1,650円～1,790円)の平均価格(1,720円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込

額)は258,000,000円となります。 

  

３ 【募集の条件】 
  

(2) 【ブックビルディング方式】 

＜欄内の数値の訂正＞ 

「払込金額(円)」の欄：「未定(注)２．」を「1,402.50」に訂正。 

＜欄外注記の訂正＞ 

(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。 

  仮条件は、1,650円以上1,790円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日まで

の価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成28年11月17日に引受価額と同時に決定する予定であ

ります。 

  需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的

に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。 

当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社

との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状

況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総

合的に検討して決定いたしました。 

２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(1,402.50円)及び平成28年

11月17日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引

受人の手取金となります。 

８．引受価額が会社法上の払込金額(1,402.50円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。 

  

４ 【株式の引受け】 

＜欄内の数値の訂正＞ 

「引受株式数(株)」の欄の各引受人の引受株式数：「未定」を「株式会社ＳＢＩ証券115,200、みずほ証券株式会

社21,600、ＳＭＢＣ日興証券株式会社2,200、岡三証券株式

会社2,200、香川証券株式会社2,200、極東証券株式会社

2,200、マネックス証券株式会社2,200、藍澤證券株式会社

1,100、東洋証券株式会社1,100」に訂正。 

＜欄外注記の訂正＞ 

(注) １．上記引受人と発行価格決定日(平成28年11月17日)に元引受契約を締結する予定であります。 

２．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品

取引業者に販売を委託する方針であります。 

  

(注)１．の全文削除及び２．３．の番号変更 
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５ 【新規発行による手取金の使途】 
  

(1) 【新規発行による手取金の額】 

＜欄内の数値の訂正＞ 

「払込金額の総額(円)」の欄：「223,560,000」を「237,360,000」に訂正。 

「差引手取概算額(円)」の欄：「221,190,000」を「234,990,000」に訂正。 

＜欄外注記の訂正＞ 

(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受

価額の総額であり、仮条件(1,650円～1,790円)の平均価格(1,720円)を基礎として算出した見込額であり

ます。 

  

(2) 【手取金の使途】 

上記の手取概算額234,990千円及び「１ 新規発行株式」の(注)４．に記載の第三者割当増資の手取概算額上限  

51,270千円の使途については、質の高いサービスの安定的提供と市場ニーズを掘り起こす新規ビジネスの創出によ

る継続的且つ安定的な事業拡大を通じて、社会への貢献と健全な成長を図るため、以下を予定しております。 

  

① 各種サービスの認知獲得及び知名度向上のため、広告宣伝活動及び広報活動、Ｗｅｂサイトリニューアル費用と

  して、平成29年２月期に10,000千円、平成30年２月期に30,000千円 を充当する予定であります。 

  

② 経営基盤強化のため、優秀な人材の採用と継続的な育成を目的とした採用費及び人件費として、平成29年２月期

   に30,000千円を充当する予定であります。 

  

③ 情報セキュリティ強化、事業運営の安定化及び業務効率化を目的としたシステムインフラの増強費用及びソフト

   ウェア等の取得費用として、平成29年２月期に15,000千円、平成30年２月期に15,000千円を充当する予定であり

  ます。 

  

④ 本社機能の強化のためのオフィス移転及び構築費用として、平成29年２月期に70,000千円を充当する予定であり

   ます。 

  

⑤ 顧客ニーズに応えるための既存サービスの拡充や潜在的なニーズのための新サービス設計及び構築費用として、

   平成29年２月期に20,000千円、平成30年２月期30,000千円を充当いたします。 

  

⑥ 不正等の予知・検知サービスの専門性を持ったパートナーとの連携を推進するための資金として66,260千円を平

成29年２月期以降に充当する予定であります。当該内容等について現時点で具体化している事項はございませ

ん。 

  

具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまで安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。 
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第２ 【売出要項】 

  

１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】 

＜欄内の数値の訂正＞ 

「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額(円)」の欄：「107,082,000」を「113,692,000」に訂正。 

「計(総売出株式)」の「売出価額の総額(円)」の欄：「107,082,000」を「113,692,000」に訂正。 

＜欄外注記の訂正＞ 

(注) ３．売出価額の総額は、仮条件(1,650円～1,790円)の平均価格(1,720円)で算出した見込額であります。 

５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)３．に記載した振替機関と

同一であります。 

  

３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】 

＜欄内の数値の訂正＞ 

「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額(円)」の欄：「52,488,000」を「55,728,000」に訂正。 

「計(総売出株式)」の「売出価額の総額(円)」の欄：「52,488,000」を「55,728,000」に訂正。 

＜欄外注記の訂正＞ 

(注) ５．売出価額の総額は、仮条件(1,650円～1,790円)の平均価格(1,720円)で算出した見込額であります。 

６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)３．に記載した振替機関と

同一であります。 

  

【募集又は売出しに関する特別記載事項】 

  

２ 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について 

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため

に、主幹事会社が当社株主である菅原貴弘(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し

て、当社は、平成28年10月24日及び平成28年11月８日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通

株式32,400株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者

割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。 

  

主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当てまたは下記のシンジケート

カバー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。 

また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から平成28年12月22日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的と

して、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ

バー取引を行う場合があります。 

主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式については、割当てに応じない予定でありますので、

その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失権により

本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、または発行そのものが全く行われない場合があります。 

また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか

若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。 

  

 

募集株式の種類及び数 当社普通株式  32,400株 

募集株式の払込金額 １株につき1,402.50円 

割当価格 未定(「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。) 

払込期日 平成28年12月30日(金) 

増加する資本金及び 
資本準備金に関する事項 

増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端
数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備
金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 

払込取扱場所 
株式会社みずほ銀行 新橋中央支店 
東京都港区新橋四丁目６番15号 
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３ ロックアップについて 

本募及び引受人の買取引受による売出しに関し、売出人かつ貸株人である菅原貴弘、当社株主かつ当社役員である

松林篤樹、紺野祐樹、奥山成美、高橋宜治、本橋広行、当社株主である株式会社ＴＳパートナーズ、五十嵐洋次は、

株式会社ＳＢＩ証券（主幹事会社）に対して、引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上

場（売買開始）日（当日を含む）から起算して90日目の平成29年2月26日までの期間（以下「ロックアップ期間」とい

う。）中は、主幹事会社の事前の書面の承諾を受けることなく、引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株

式（潜在株式を含む。）の売却等を行わない旨を約束しております。 

当社株主である宮前幸央、ＮＴＴコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社、株式会社アドベン

チャー、八木理恵子は、株式会社ＳＢＩ証券（主幹事会社）に対して、引受人の買取引受による売出しに係る元引受

契約締結日に始まり、上場（売買開始）日（当日を含む）から起算して90日目の平成29年2月26日までの期間（以下

「ロックアップ期間」という。）中は、主幹事会社の事前の書面の承諾を受けることなく、引受契約締結日に自己の

計算で保有する当社普通株式（潜在株式を含む。）の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し及びその売却

価格が「第１ 募集要領」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所における

売却等は除く。）を行わない旨を約束しております。 

当社株主であるエルテス社員持株会は、株式会社ＳＢＩ証券（主幹事会社）に対して、引受人の買取引受による売

出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日（当日を含む）から起算して180日目の平成29年5月27日

までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中は、主幹事会社の事前の書面の承諾を受けることなく、引受契

約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式（潜在株式を含む。）の売却等を行わない旨を約束しております。 

また、当社は、主幹事会社との間で、元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日（当日を含む）から起算し

て180日目の平成29年５月27日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式

及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却（株式分割及びストック・オプショ

ン等に関わる発行を除く。）を行わないことに合意しております。 

なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき解除

し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。 

また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受

渡期日（当日を含む）後180日目の日（平成29年５月27日）までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れる予定

であります。 

上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募

集株式等の割当等に関し、割当てを受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、

「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照ください。 

  
４ 親引け先への販売について 

(1) 親引け先の状況等 

  

  

(2) 株券等の譲渡制限 

親引け先のロックアップについては、前記「３ ロックアップについて」をご参照下さい。 

  

 

ａ．親引け先の概要 
エルテス社員持株会(理事長  安達 亮介) 
東京都港区新橋５－14－10 

ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。 

ｃ．親引け先の選定理由 従業員の福利厚生のためであります。 

ｄ．親引けしようとする株式の数 
未定(「第１ 募集要項」における募集株式のうち、7,200株を上限として、
平成28年11月17日(発行価格等決定日)に決定される予定。) 

ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。 

ｆ．払込みに要する資金等の状況 
当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存
在を確認しております。 

ｇ．親引け先の実態 当社の従業員等で構成する従業員持株会であります。 
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(3) 販売条件に関する事項 

販売価格は、発行価格決定日(平成28年11月17日)に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式

の発行価格と同一となります。 

  

(4) 親引け後の大株主の状況 

  

(注) １．所有株式数及び株式総数に対する所有株式数の割合は、平成28年10月24日現在のものであります。 

２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し

後の株式総数に対する所有株式数の割合は、平成28年10月24日現在の所有株式数及び株式総数に、本募集、

引受人の買取引受による売出し及び親引け(7,200株を上限として算出)を勘案した場合の株式数及び割合に

なります。 

３．株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。 

４．( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。 

  

(5) 株式併合等の予定の有無及び内容 

該当事項はありません。 

  

(6) その他参考になる事項 

該当事項はありません。 

  

 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

(株) 

株式総数に対す
る所有株式数の

割合(％) 

本募集及び引受
人の買取引受に
よる売出し後の
所有株式数(株) 

本募集及び引受
人の買取引受に
よる売出し後の
株式総数に対す
る所有株式数の

割合(％) 

菅原 貴弘 東京都港区 711,600 29.41 711,600 27.69 

㈱ＴＳパートナーズ 
東京都港区新橋５－４
－２－1401 

254,200 
(160,000)

10.51 
(6.61)

254,200 
(160,000)

9.89 
(6.23)

㈱産業革新機構 
東京都千代田区丸の内
１－４－１ 

250,000 10.33 250,000 9.73 

宮前 幸央 シンガポール国 100,000 4.13 100,000 3.89 

ＮＴＴインベストメン
ト・パートナーズ 
ファンド投資事業組合 

東京都港区赤坂１－12
－32 

83,300 3.44 83,300 3.24 

瓜生 健太郎 東京都文京区 75,900 3.14 75,900 2.95 

㈱電通 
東京都港区東新橋１－
８－１ 

62,500 2.58 62,500 2.43 

ＮＴＴコム オンライ
ン・マーケティング・
ソリューション㈱ 

東京都品川区大崎１－
５－１ 

60,000 2.48 60,000 2.33 

みずほ成長支援 
投資事業有限責任組合 

東京都千代田区内幸町
１－２－１ 

50,000 2.07 50,000 1.95 

㈱アドベンチャー 
東京都港区白金台２－
26－10 

50,000 2.07 50,000 1.95 

計 ― 
1,697,500 
(160,000)

70.16 
(6.61)

1,697,500 
(160,000)

66.06 
(6.23)
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１ この届出目論見書により行うブックビルディング方式による株式

206,550千円(見込額)の募集及び株式107,082千円(見込額)の売出し

(引受人の買取引受による売出し)並びに株式52,488千円(見込額)の

売出し(オーバーアロットメントによる売出し)については、当社は

金融商品取引法第５条により有価証券届出書を平成28年10月24日に

関東財務局長に提出しておりますが、その届出の効力は生じており

ません。 

したがって、募集の発行価格及び売出しの売出価格等については

今後訂正が行われます。 

なお、その他の記載内容についても訂正されることがあります。 

２ この届出目論見書は、上記の有価証券届出書に記載されている内

容のうち「第三部 特別情報」を除いた内容と同一のものでありま

す。 



新株式発行並びに
株式売出届出目論見書

株式会社エルテス
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　当社は平成19年にソーシャルリスク事業をスタートし、着実な成長を続けて参りました。
　特に、過去５年においては平均40％強の売上成長を継続し、着実に市場開拓を遂げていま
す。

本ページ及びこれに続く図表等は、当社の概況等を要約・作成したものです。
詳細は、本文の該当ページをご参照ください。

１ 事業の概況

（注）	�当社は、ソーシャルリスク事業を開発し展開してきた旧㈱エルテスを、平成26年に吸収合併し、事業を継承しております。こ
のため、平成24年／２期、平成25年／２期、平成26年／２期は旧㈱エルテスの売上高を記載しております。

218

357
402

649

960

661

44.8％CAGR
年平均成長率

平成24年/2期 平成25年/2期 平成26年/2期 平成27年/2期 平成28年/2期 平成29年/2期

電通との資本業務提携
〈平成26年〉

NTTドコモ・ベンチャーズ、みずほキャピタルからの資金調達
東京本社のオフィス拡充

産業革新機構、マイナビ等からの資金調達
リスクインテリジェンス事業のスタート
大阪、名古屋の拠点拡大

〈平成27年〉

社内シンクタンクのソーシャルリスク総研設立

NTTコムオンライン・マーケティング・ソリューション、
〈平成28年〉

ＳＯＭＰＯリスケアマネジメントとの協業開始

ソーシャルリスクモニタリングサービスを提供開始
〈平成23年〉

218

357
402

649

960

661

2012／２期 2013／２期 2014／２期 2015／２期 2016／２期 2017／２期
（第２四半期）

・ 電通との資本業務提携
・ NTTドコモ・ベンチャー

ズ、みずほキャピタルか
らの資金調達

CAGR
年平均成長率 41.1%

・ 産業革新機構、マイナビ
等からの資金調達

・ リスクインテリジェンス
事業のスタート

単位：百万円
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“リスクを解決する社会インフラの創出”を目指して

　当社は、「リスクを解決する社会インフラの創出」をミッションに、リスクに特化したビッグデータ解析
技術を基に、企業を中心としたあらゆる組織が晒されるリスクを解決するためのソリューションを提供して
おります。スマートフォンやSNSの普及に伴い、いつでも誰でもインターネット上での情報発信ができるこ
とになりコミュニケーションは多様化しました。他方でその発展の副作用から、情報漏洩や不適切な投稿等
に伴う、ネット炎上等で被害を受ける個人や企業が後を絶たない状況にあり、重要なインフラストラクチャ
―としてのインターネットの信頼性を回復させることが社会的な重要課題となっております。
　当社は、データ解析技術とコンサルティングを通して、このようなデジタルリスクを解決し、社会的な課
題を解決し、社会の危機を未然に防ぐことを目指しております。

２ 事業の内容

デジタルリスク

24 時間 365日体制でクライアントの情報をモニタリングし、炎上の火
種を早期検知します。また検知するだけでなく、その後の対処方針につ
いてもアドバイスを提供します。

炎上などの危機後には、Web上に情報が残ることで企業のレピュテー
ションに悪影響を与えます。それを改善するための情報発信を促すなど
のコンサルティングサービスを提供します。

企業の PCログデータを収集し、正規化した上で分析することで情報漏
洩の予兆を捉えます。
PC紛失の際などにWeb上に情報流出がないかをモニタリングします。

膨大な取引データから不正送金やインサイダー取引を発見するために
ビッグデータを可視化するヴィジュアライズツールを提供しています。

SNSを使ったテロ予告を早期検知する目的で伊勢志摩サミットでもサー
ビスを提供しました。
SNS等のオープンデータと公的機関が持つデータを組み合わせたテロ予
兆等のサービス開発を行っています。

¥

ネット炎上

レピュテー
ション改善

情報漏洩

金融犯罪

テロ

リスク
モニタリング

リスク
コンサルティング

リスク
インテリジェンス

リスク
インテリジェンス

リスク
モニタリング

リスク
インテリジェンス

リスク
モニタリング

・

・

・

・

・

・

・

Risk
Intelligence

Risk
Consulting

リスク解決

リスク予兆

Risk
Monitoring

リスク検知
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当サービスの背景

国内における
ネット炎上※件数の推移

0

600

400

200

800

1,000

1,200

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16
出典：�Twitter等のデータに基づき当

社作成

※�Twitterで50回以上のリツイートがさ
れ、特定のまとめサイトにまとめられ
たものから当社が “炎上” としたもの

出典：�平成27年1月当社インターネ
ット調査

出典：�総務省｜平成27年版 情報通信
白書

３ 主要なサービス

データ収集→予兆→リスク分析→解決のためのコンサルティングを
ワンストップで提供
　24時間365日体制の監視により、リスクを未然に防ぐだけでなく、実際にリスクを検知し
た場合には、その後どのような対応をすべきかを専任のコンサルタントがアドバイスを行い
ます。ソーシャルメディアの監視から緊急対応、その後の対策まで、顧客のリスクマネジメ
ントを一貫してワンストップで支援いたします。

　SNSの普及率の高まりにより、ネット炎上は大きく増加しています。このような新しいリ
スクに対する備えが必要とされています。

Q	検索した結果、悪評等のネ
ガティブな記載（利用者の
不満やクレーム）は気にな
りますか（n=936）

Web情報の
購買活動に与える影響

あり 91.5%

なし 8.5%

ソーシャルメディア普及率

収集 対応分析 通知・報告

120
メディア以上

記事の目視判定・評価
（24時間 365日）

モニタリング頻度

４時間毎 書込件数
急増時

危険投稿
確認時

緊急対応支援

分析／
レポートによる
ノウハウの蓄積

平時報告
月次トレンド報告

①緊急通知

②日報・月報
設定したキーワー
ドに関する投稿を
収集

0

5,000

3,000

2,000

1,000

4,000

6,000

7,000

8,000

0.0%

50.0%

30.0%
20.0%
10.0%

40.0%

60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%

2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年

6,023
6,454

4,965
4,289

3,671

5,487

6,870

63.7% 66.5%
56.4% 60.5%

38.8%
45.1%

52.0%
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４ 新しいサービス

ビッグデータからリスク予兆を察知することで、リスクを未然に防ぎます
　データ上に表れる「人の動き」を解析し、デジタルリスクの予兆を捉えます。例えば、内
部関係者による情報漏洩・不正会計など、組織が抱える内部不正を未然に抑止します。膨大
な組織内部のシステムログや管理データから、当社独自のアルゴリズムによりリスクの高い
行動パターンを認識し、危険度や緊急度の高いものは即時通知することで、未然防止に繋げ
ることができます。データに隠れている人の興味・関心・意図を解析し、潜在的な内部不正
リスクを予兆する事前回避型のアプローチにより、高度なリスクマネジメント体制の構築を
支援いたします。

新サービスの背景

企業が受けた経済的被害の原因は？ 平成27年情報漏洩インシデント

※出典：�NPO日本ネットワークセキュリティ協会
「2015年情報セキュリティインシデントに
関する調査報告書」

※出典：PWC『経済犯罪実態調査2014日本分析版』

順位 漏洩人数
（千人） 業種 原因

１ 1,014 公務 不正アクセス

２ 694 金融業、保険業 管理ミス

３ 680 公務 不正な情報持ち出し

４ 267 情報通信業 不正アクセス

５ 209 卸売業、小売業 不正アクセス

６ 120 公務 不正な情報持ち出し

７ 142 公務 内部犯罪、内部不正行為

８ 131 卸売業、小売業 不正アクセス

９ 114 医療、福祉 盗難

10 107 製造業 不正アクセス

外部18%
外部40%

その他4%

内部56%内部82%

日本 世界全体

　日本における企業の経済的被害（情報漏洩など）は諸外国よりも多い82%が内部要因であ
り、情報漏洩の原因の多くに内部要因によるものも多く散見されています。

SNS等のオープンデータ
行政や捜査機関の持つクローズデータ

アクセス
ログ

キーログ

IP
アドレス

勤怠
システム

取引
データ

テロ
（リスト）
検知

金融犯罪
発見

人の
振る舞い
（リスク）
検知

企業内
リスク検知

情報漏洩
防止

PC
操作ログ
高度分析
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テクノロジーとコンサルティング

　当社は、大学との共同研究、ビッグデータ収集基盤をベースに、炎上データベース、リス
クワードデータベース等リスクに特化した独自のデータベースを構築しております。さらに
機械学習、形態素解析等のデータマイニングによって抽出された結果を、コンサルティング
スタッフが顧客のリスク課題を解決のために提供する、テクノロジーとコンサルティングの
ハイブリッド型のスタイルとなっています。
　更に顧客のリスク課題に特化していることで、有形無形のリスク対応ノウハウが集積する
ことで、リスクマネジメント会社や情報システム会社とは一線を画したユニークなビジネス
モデルになっています。
　クライアントとは初期費用＋月額フィーからなる年間契約となっており、売上は積み上が
るモデルとなっています。
　中でもリスクモニタリングサービス、リスクインテリジェンスサービスは、リスク予防の
観点で導入いただくため、契約期間は長期化が見込め売上の安定に寄与しています。
　その他、分析レポートなどコンサルティング型の高付加価値のスポット案件は高い収益性
が見込めます。

５ 当社の強み

リスクコンサルタント
ソリューションアーキテクト
リスクアナリスト

AI 、データマイニング
SEO、オペレーションノウハウ
ビッグデータ解析

炎上データベース
リスクワードデータベース

大学との
共同研究

コンサルティング

基礎研究

データベース
システム( 仕組み )
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回次 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期
第２四半期

決算年月 平成24年８月 平成25年２月 平成26年２月 平成27年２月 平成28年２月 平成28年８月
売上高 （千円） 36,979 31,895 2,814 649,119 960,386 661,878
経常利益又は経常損失（△）（千円） 22,841 △4,360 △17,416 △153,154 131,941 114,234
当期（四半期）純利益又は当期純損失（△）（千円） 13,486 △4,395 △17,486 △118,662 88,925 71,448
持分法を適用した場合の投資利益（千円） ― ― ― ― ― ―
資本金 （千円） 1,000 1,000 1,000 164,633 504,890 504,890
発行済株式総数 （株） 1,000 1,000 1,000 14,637 22,016 2,201,600
純資産額 （千円） 14,486 10,090 △7,396 208,420 977,859 1,049,308
総資産額 （千円） 24,866 15,177 2,068 361,184 1,187,006 1,239,936
１株当たり純資産額 （円） 14,486.15 10,090.88 △7,396.11 142.39 444.16 476.61
１株当たり配当額
（１株当たり中間配当額） （円） ─

（─）
─

（─）
─

（─）
─

（─）
─

（─）
─

（─）
１株当たり当期（四半期）純利益金額
又は１株当たり当期純損失金額（△） （円） 13,486.15 △4,395.27 △17,486.98 △100.80 47.92 32.45
潜在株式調整後
１株当たり当期（四半期）純利益金額 （円） ― ― ― ― ― ─
自己資本比率 （％） 58.26 66.48 △357.55 57.70 82.38 84.6
自己資本利益率 （％） 93.10 ― ― ― 14.99 ─
株価収益率 （倍） ― ― ― ― ― ─
配当性向 （％） ― ― ― ― ― ─
営業活動によるキャッシュ・フロー（千円） ― ― ― △141,198 150,210 110,215
投資活動によるキャッシュ・フロー（千円） ― ― ― △40,554 △29,547 △9,126
財務活動によるキャッシュ・フロー（千円） ― ― ― 198,407 661,556 △53,344
現金及び現金同等物の期末（四半期末）残高（千円） ― ― ― 155,446 937,665 985,410
従業員数
（外、平均臨時雇用者数） （名） ―

〔５〕
―

〔９〕
―

〔４〕
47

〔40〕
62

〔47〕
75

〔54〕

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期
第２四半期

決算年月 平成24年８月 平成25年２月 平成26年２月 平成27年２月 平成28年２月 平成28年８月
１株当たり純資産額 （円） 144.86 100.91 △73.96 142.39 444.16 476.61
１株当たり当期（四半期）純利益金額
又は１株当たり当期純損失金額（△） （円） 134.86 △43.95 △174.87 △100.80 47.92 32.45
潜在株式調整後
１株当たり当期（四半期）純利益金額 （円） ― ― ― ― ― ―
１株当たり配当額
（うち、１株当たり中間配当額） （名）

─
（─）

─
（─）

─
（─）

─
（─）

─
（─）

─
（─）

（注）	１.	 �当社は、連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載してお
りません。

	 	 ２.	 売上高には、消費税等は含まれておりません。
	 	 ３.	 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため、記載しておりません。
	 	 ４.	 第１期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
	 	 ５.	 �第２期及び第３期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。
	 	 ６.	 �第４期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場である

ため、期中平均株価が把握できず、かつ、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
	 	 ７.	 �第５期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場である

ため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。
	 	 ８.	 �潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため、

期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。
	 	 ９.	 第１期の自己資本利益率については、期末の自己資本にて算出しております。
	 	10.	 第２期、第３期及び第４期の自己資本利益率については、当期純損失であるため記載しておりません。
	 	11.	 株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。
	 	12.	 �当社は、第３期まではキャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、キャッシュ・フローに係る各項目につい

ては記載しておりません。
	 	13.	 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は年間平均人員を〔　〕内にて外数で記載しております。
	 	14.	 �当社は平成24年４月26日設立のため、第１期は平成24年４月26日から平成24年８月31日までの４ヶ月と６日間であ

ります。
	 	15.	 第２期は、決算期変更により平成24年９月１日から平成25年２月28日までの６ヶ月間であります。
	 	16.	 当社は、平成26年３月１日付で、旧㈱エルテス（平成16年４月28日設立）を吸収合併しております。
	 	17.	 �当社は、平成28年７月30日付で、普通株式１株につき100株の株式分割を行っておりますが、第４期の期首に当該株式

分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期（四半期）純利益金額又は１株当たり当期純損失金
額を算定しております。

	 	18.	 �前事業年度（第４期）及び当事業年度（第５期）の財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に
基づき、三優監査法人により監査を受けておりますが、第１期、第２期及び第３期の財務諸表については、「会社計算規
則」（平成18年法務省令第13号）に基づき算出しており、当該監査を受けておりません。なお、第６期第２四半期の四
半期財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、三優監査法人の四半期レビューを受け
ております。

	 	19.	 �当社は、平成28年７月30日付で、普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。そこで、東京証券取引所自
主規制法人（現　日本取引所自主規制法人）の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）』
の作成上の留意点について」（平成24年８月21日付東証上審第133号）に基づき、第１期の期首に当該株式分割が行わ
れたと仮定して算出した場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなります。なお、第１期、
第２期及び第３期の数値については、三優監査法人の監査を受けておりません。

主要な経営指標等の推移

６ 業績等の推移
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(注)	 �当社は、平成28年７月30日付けで普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。第１期の期首に当該株式分割が行
われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期（四半期）純利益金額又は１株当たり当期純損失金額を算定してお
ります。

売上高� （単位：千円）

経常利益又は経常損失（△）� （単位：千円）

当期（四半期）純利益又は当期純損失（△）�（単位：千円）

純資産額／総資産額� （単位：千円）

1株当たり純資産額� （単位：円）

1株当たり当期（四半期）純利益金額又は1株当たり当期純損失金額（△）�（単位：円）
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【表紙】   

【提出書類】 有価証券届出書 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成28年10月24日 

【会社名】 株式会社エルテス 

【英訳名】 Eltes Co.,Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役 菅原 貴弘 

【本店の所在の場所】 東京都港区新橋五丁目１４番１０号 

【電話番号】 ０３－６７２１－５７９０（代表） 

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 松林 篤樹 

【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋五丁目１４番１０号 

【電話番号】 ０３－６７２１－５７９０（代表） 

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 松林 篤樹 

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式 

【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額 

ブックビルディング方式による募集         206,550,000円  

売出金額 

(引受人の買取引受による売出し) 

ブックビルディング方式による売出し       107,082,000円 

(オーバーアロットメントによる売出し) 

ブックビルディング方式による売出し        52,488,000円 

(注) 募集金額は、有価証券届出書提出時における見込額(会社

法上の払込金額の総額)であり、売出金額は、有価証券届

出書提出時における見込額であります。 

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。 
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第一部 【証券情報】 

  

第１ 【募集要項】 

  

１ 【新規発行株式】 
  

(注) １．平成28年10月24日開催の取締役会決議によっております。 

２．発行数については、平成28年11月8日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。 

３．当社は、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下

「第１ 募集要項」において「引受人」という。)に対し、上記発行株式数の一部を、当社が指定する下

記販売先(親引け先)に販売を要請する予定であります。当社が指定する販売先(親引け先)・株式数・目

的は下表に記載のとおりです。 
  

  なお、親引けは、日本証券業協会が定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規

則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)

であります。  

４．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。 

  名称：株式会社証券保管振替機構 

  住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 

５．上記とは別に、平成28年10月24日開催の取締役会において、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普

通株式32,400株の第三者割当増資を行うことを決議しております。 

  なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 第三者割当増資とシン

ジケートカバー取引について」をご参照下さい。 

  

 

種類 発行数 (株) 内容 

普通株式       150,000 (注)２．
完全議決権株式であり、権利内容に何らの制限のない当
社における標準となる株式であります。単元株式数は100
株であります。 

 

指定する販売先(親引け先)  株式数  目的  

エルテス社員持株会 上限7,200株 福利厚生のため 
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２ 【募集の方法】 
  

平成28年11月17日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の引受人は、買取引受けを

行い、当該引受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は平成28年11月

８日開催予定の取締役会において決定される会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引

受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引

受人に対して引受手数料を支払いません。 

なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233

条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投

資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価

格で行います。 

  

(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。 

２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されて

おります。 

３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、有価証券届出書提出時における見込額でありま

す。 

４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、平成28年10月24日開催の取締役会決議に基づ

き、平成28年11月17日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき

算出される資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出し

た見込額であります。 

５．有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,620円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額

(見込額)は243,000,000円となります。 

６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの

条件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需

要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。 

  なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバ

ーアロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」を

ご参照下さい。 

７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集

又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」をご参照下さい。 

  

 

区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円) 

入札方式のうち入札による募集 ― ― ― 

入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ― 

ブックビルディング方式 150,000 206,550,000 111,780,000 

計(総発行株式) 150,000 206,550,000 111,780,000 
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３ 【募集の条件】 
  

(1) 【入札方式】 

① 【入札による募集】 

該当事項はありません。 

  
② 【入札によらない募集】 

該当事項はありません。 

  
(2) 【ブックビルディング方式】 

  

(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。 

  発行価格は、平成28年11月８日に仮条件を決定し、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動

リスク等を総合的に勘案した上で、平成28年11月17日に引受価額と同時に決定する予定であります。 

  仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定

能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。 

  需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的

に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。 

２．払込金額は、会社法上の払込金額であり、平成28年11月８日開催予定の取締役会において決定される予

定であります。また、「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び

平成28年11月17日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総

額は、引受人の手取金となります。 

３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であり、平成28年10月24日開催の取締役会において、平成

28年11月17日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出され

る資本金等増加限度額の２分の１相当額を資本金に計上し、残額を資本準備金とする旨、決議しており

ます。 

４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、

払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。 

５．株式受渡期日は、平成28年11月29日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募

集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規

程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募

集に係る株券は、発行されません。 

６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたしま

す。 

７．申込みに先立ち、平成28年11月10日から平成28年11月16日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参

考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能でありま

す。 

  販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流

通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。 

  引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等

に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示または

ホームページにおける表示等をご確認下さい。 

８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。 

  

① 【申込取扱場所】 

後記「４ 株式の引受け」欄記載の引受人の本店及び営業所で申込みの取扱いをいたします。 

  

 

発行価格 
(円) 

引受価額 
(円) 

払込金額
(円) 

資本 
組入額 
(円) 

申込 
株数単位
(株) 

申込期間 
申込 

証拠金 
(円) 

払込期日 

未定 
(注)１． 

未定 
(注)１． 

未定 
(注)２．

未定 
(注)３． 

100 
自 平成28年11月21日(月)
至 平成28年11月25日(金)

未定 
(注)４．

平成28年11月28日(月)
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② 【払込取扱場所】 

  

(注) 上記の払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。 

  

４ 【株式の引受け】 
  

(注) １．平成28年11月８日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。 

２．上記引受人と発行価格決定日(平成28年11月17日)に元引受契約を締結する予定であります。 

３．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品

取引業者に販売を委託する方針であります。 

  

 

店名 所在地 

株式会社みずほ銀行 新橋中央支店 東京都港区新橋四丁目６番15号 
 

引受人の氏名又は名称 住所 
引受株式数 

(株) 
引受けの条件 

 
株式会社ＳＢＩ証券 
  
みずほ証券株式会社 
  
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 
  
岡三証券株式会社 
  
香川証券株式会社 
  
極東証券株式会社 
  
マネックス証券株式会社 
  
藍澤證券株式会社 
  
東洋証券株式会社 
  

 
東京都港区六本木一丁目６番１号 
  
東京都千代田区大手町一丁目５番１号 
  
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 
  
東京都中央区日本橋一丁目17番６号 
  
香川県高松市磨屋町四番地８ 
  
東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７号 
  
東京都千代田区麹町二丁目４番地１ 
  
東京都中央区日本橋一丁目20番３号 
  
東京都中央区八丁堀四丁目７番１号 
  

未定 
  

１  買取引受けにより
ます。 

２  引受人は新株式払
込金として、平成
28年11月28日まで
に払込取扱場所へ
引受価額と同額を
払込むことといた
します。 

３  引受手数料は支払
われません。ただ
し、発行価格と引
受価額との差額の
総額は引受人の手
取金となります。 

計 ― 150,000 ― 
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５ 【新規発行による手取金の使途】 
  

(1) 【新規発行による手取金の額】 

  

(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受

価額の総額であり、有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,620円)を基礎として算出した見込額

であります。 

２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。 

３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。 

  

(2) 【手取金の使途】 

上記の手取概算額221,190千円及び「１ 新規発行株式」の(注)５．に記載の第三者割当増資の手取概算額上限  

48,288千円の使途については、質の高いサービスの安定的提供と市場ニーズを掘り起こす新規ビジネスの創出によ

る継続的且つ安定的な事業拡大を通じて、社会への貢献と健全な成長を図るため、以下を予定しております。 

  

① 各種サービスの認知獲得及び知名度向上のため、広告宣伝活動及び広報活動、Ｗｅｂサイトリニューアル費用と

  して、平成29年２月期に10,000千円、平成30年２月期に30,000千円 を充当する予定であります。 

  

② 経営基盤強化のため、優秀な人材の採用と継続的な育成を目的とした採用費及び人件費として、平成29年２月期

   に30,000千円を充当する予定であります。 

  

③ 情報セキュリティ強化、事業運営の安定化及び業務効率化を目的としたシステムインフラの増強費用及びソフト

   ウェア等の取得費用として、平成29年２月期に15,000千円、平成30年２月期に15,000千円を充当する予定であり

  ます。 

  

④ 本社機能の強化のためのオフィス移転及び構築費用として、平成29年２月期に70,000千円を充当する予定であり

   ます。 

  

⑤ 顧客ニーズに応えるための既存サービスの拡充や潜在的なニーズのための新サービス設計及び構築費用として、

   平成29年２月期に20,000千円、平成30年２月期30,000千円を充当いたします。 

  

⑥ 不正等の予知・検知サービスの専門性を持ったパートナーとの連携を推進するための資金として50,000千円を平

成29年２月期以降に充当する予定であります。当該内容等について現時点で具体化している事項はございませ

ん。 

  

具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまで安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。 

  

 

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円) 

223,560,000 2,370,000 221,190,000 
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第２ 【売出要項】 

  

１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】 
  

平成28年11月17日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件

(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要

項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発

行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日

に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手

取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。 

  

(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されてお

ります。 

２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止い

たします。 

３．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,620円)で算出した見込額でありま

す。 

４．売出数等については今後変更される可能性があります。 

５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)４．に記載した振替機関と

同一であります。 

６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメン

トによる売出しを行う場合があります。 

  なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「３ 売出株式(オーバーアロットメント

による売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。 

７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容

については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」をご参照下さ

い。 

  

 

種類 売出数(株) 
売出価額の 
総額(円) 

売出しに係る株式の所有者の 
住所及び氏名又は名称 

― 
入札方式のうち 
入札による売出し 

― ― ― 

― 
入札方式のうち 
入札によらない売出し

― ― ― 

普通株式 
ブックビルディング 
方式 

66,100 107,082,000

 
東京都千代田区麹町二丁目６番地 
Ｈｅｒｏ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社
             45,600株 
  
東京都港区 
羽藤秀雄         10,000株 
  
香川県高松市磨屋町四番地８ 
香川証券株式会社      5,000株 
  
東京都品川区 
川﨑史顯          3,000株 
  
埼玉県上尾市 
高木健美          2,500株 
  

計(総売出株式) ― 66,100 107,082,000 ― 
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２ 【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】 
  

(1) 【入札方式】 

① 【入札による売出し】 

該当事項はありません。 

  

② 【入札によらない売出し】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【ブックビルディング方式】 

  

(注) １．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)１．と

同様であります。 

２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一となります。ただし、

申込証拠金には、利息をつけません。 

  引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一となります。 

３．引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出

価格決定日(平成28年11月17日)に決定する予定であります。 

  なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額

は引受人の手取金となります。 

４．上記引受人と売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。 

５．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構

の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う

ことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。 

６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。 

７．上記引受人の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)７．

に記載した販売方針と同様であります。  

  

 

売出価格 
(円) 

引受価額 
(円) 

申込期間 
申込 

株数単位
(株) 

申込 
証拠金 
(円) 

申込受付場
所 

引受人の住所及び氏名又は名称 
元引受 
契約の 
内容 

未定 
(注)１． 
(注)２． 

未定 
(注)２． 

自 平成28年 
  11月21日(月) 
至 平成28年 
  11月25日(金) 

100 
未定 

(注)２．

引受人の全
国の本支店
及び営業所 

東京都港区六本木一丁目６番１号 
株式会社ＳＢＩ証券 

未定 
(注)３．
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３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】 
  

(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需

要状況を勘案し、株式会社ＳＢＩ証券が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントに

よる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止され

る場合があります。 

２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成28年10月24日開催の取締役会におい

て、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式32,400株の第三者割当増資の決議を行っておりま

す。また、株式会社ＳＢＩ証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係

る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場

合があります。 

  なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 第三者割当増資とシン

ジケートカバー取引について」をご参照下さい。 

３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されてお

ります。 

４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも

中止いたします。 

５．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,620円)で算出した見込額でありま

す。 

６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)４．に記載した振替機関と

同一であります。 

  

 

種類 売出数(株) 
売出価額の 
総額(円) 

売出しに係る株式の所有者の 
住所及び氏名又は名称 

― 
入札方式のうち 
入札による売出し 

― ― ― 

― 
入札方式のうち 
入札によらない売出し

― ― ― 

普通株式 
ブックビルディング 
方式 

32,400 52,488,000 
東京都港区六本木一丁目６番１号 
株式会社ＳＢＩ証券    32,400株 

計(総売出株式) ― 32,400 52,488,000 ― 
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４ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】 

(1) 【入札方式】 

① 【入札による売出し】 

該当事項はありません。 

  

② 【入札によらない売出し】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【ブックビルディング方式】 

  

(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金

とそれぞれ同一とし、売出価格決定日に決定する予定であります。ただし、申込証拠金には、利息をつ

けません。 

２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定

であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務

規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オ

ーバーアロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。 

３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたしま

す。 

４．株式会社ＳＢＩ証券の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出

し) (2) ブックビルディング方式」の(注)７．に記載した販売方針と同様であります。 

  

 

売出価格 
(円) 

申込期間 
申込 

株数単位 
(株) 

申込 
証拠金 
(円) 

申込受付場所 
引受人の住所及び 
氏名又は名称 

元引受契約
の内容 

未定 
(注)１． 

自 平成28年 
  11月21日(月) 
至 平成28年 
  11月25日(金) 

100 
未定 

(注)１．
株式会社ＳＢＩ証券の本店及び
営業所 

― ― 
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】 

  

１ 東京証券取引所マザーズへの上場について 

当社は、「第１ 募集要項」における新規発行株式及び「第２ 売出要項」における売出株式を含む当社普通株式

について、株式会社ＳＢＩ証券を主幹事会社として、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しております。 

  

２ 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について 

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため

に、主幹事会社が当社株主である菅原貴弘(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し

て、当社は、平成28年10月24日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式32,400株の第三者

割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の

募集事項については、以下のとおりであります。 

  

主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当てまたは下記のシンジケート

カバー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。 

また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から平成28年12月22日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的と

して、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ

バー取引を行う場合があります。 

主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式については、割当てに応じない予定でありますので、

その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失権により

本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、または発行そのものが全く行われない場合があります。 

また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか

若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。 

  
３ ロックアップについて 

本募及び引受人の買取引受による売出しに関し、売出人かつ貸株人である菅原貴弘、当社株主かつ当社役員である

松林篤樹、紺野祐樹、奥山成美、高橋宜治、本橋広行、当社株主である株式会社ＴＳパートナーズ、五十嵐洋次は、

株式会社ＳＢＩ証券（主幹事会社）に対して、引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上

場（売買開始）日（当日を含む）から起算して90日目の平成29年2月26日までの期間（以下「ロックアップ期間」とい

う。）中は、主幹事会社の事前の書面の承諾を受けることなく、引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株

式（潜在株式を含む。）の売却等を行わない旨を約束しております。 

当社株主である宮前幸央、ＮＴＴコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社、株式会社アドベン

チャー、八木理恵子は、株式会社ＳＢＩ証券（主幹事会社）に対して、引受人の買取引受による売出しに係る元引受

契約締結日に始まり、上場（売買開始）日（当日を含む）から起算して90日目の平成29年2月26日までの期間（以下

「ロックアップ期間」という。）中は、主幹事会社の事前の書面の承諾を受けることなく、引受契約締結日に自己の

計算で保有する当社普通株式（潜在株式を含む。）の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し及びその売却

価格が「第１ 募集要領」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所における

売却等は除く。）を行わない旨を約束しております。 

 

募集株式の種類及び数 当社普通株式  32,400株 

募集株式の払込金額 未定(「第１ 募集要項」に記載の募集株式の払込金額と同一とする。) 

割当価格 未定(「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。) 

払込期日 平成28年12月30日(金) 

増加する資本金及び 
資本準備金に関する事項 

増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端
数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備
金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 

払込取扱場所 
株式会社みずほ銀行 新橋中央支店 
東京都港区新橋四丁目６番15号 
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当社株主であるエルテス社員持株会は、株式会社ＳＢＩ証券（主幹事会社）に対して、引受人の買取引受による売

出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日（当日を含む）から起算して180日目の平成29年5月27日

までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中は、主幹事会社の事前の書面の承諾を受けることなく、引受契

約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式（潜在株式を含む。）の売却等を行わない旨を約束しております。 

また、当社は、主幹事会社との間で、元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日（当日を含む）から起算し

て180日目の平成29年５月27日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式

及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却（株式分割及びストック・オプショ

ン等に関わる発行を除く。）を行わないことに合意しております。 

なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき解除

し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。 

上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募

集株式等の割当等に関し、割当てを受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、

「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照ください。 
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第二部 【企業情報】 

  

第１ 【企業の概況】 

  
（はじめに） 

当社の前身の一つである旧㈱エルテスは、平成16年４月に企業のインターネット上でのブランディング支援を行

うことを目的として設立されました。その後、事業領域を拡大し、ソーシャルリスク事業（※）を主な事業として

まいりました。 

一方で、エヌアールピー㈱（現在の㈱エルテス、以下「当社」という。）は、平成24年４月にＷｅｂのモニタリ

ングシステムの開発、保守、運用業務の受託を目的として設立されました。当社は旧㈱エルテスのＷｅｂサイト作

成を受託する等、事業上の連携を深めてまいりました。 

こうした状況から、環境の変化に対応し得る体制の確立に向け、経営基盤の強化による経営効率の向上を図るこ

とを目的として、平成26年３月１日付で、当社は旧㈱エルテスを吸収合併し、商号をエヌアールピー㈱から㈱エル

テスに変更いたしました。 

  

 

  
（※） 

インターネットの活性化に伴う風評被害、Ｆｉｎｔｅｃｈの発展に伴う金融犯罪、重要インフラのＩｏＴに対す

るサイバーテロ、マイナンバー等の情報デジタル化に対するサイバーインテリジェンス等、デジタルテクノロジー

の発展に応じて、その副作用として発生した、レピュテーション、情報漏洩、サイバーアタック、金融不正、従業

員不正、産業スパイ等といった新たな領域は、企業の競争にも影響を与える重大な事象であり、このような事象が

発生するリスクを“デジタルリスク“と表現しております。 

“デジタルリスク”の中でも、Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ等、Ｗｅｂ技術の発展に伴って新たに出現し

たソーシャルメディアを中心としたＷｅｂ上の様々なメディアに起因する企業経営上のリスクを“ソーシャルリス

ク”と表現しております。 

なお、企業経営に関する“リスク”については、正負両面に着眼して、「企業活動にいずれかの影響を及ぼす事 

象発生の不確実性」といった捉え方をする場合もありますが、例えば“ソーシャルリスク”については、負の側面 

を捉え、「Ｗｅｂ上での情報流通によって被る企業活動に何らかの損害を与える事象発生の不確実性」としており 

ます。 

そして、このような“ソーシャルリスク”に対してソリューションサービスを提供する事業を“ソーシャルリス 

ク事業”としております。 
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１ 【主要な経営指標等の推移】 
  

  

 

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 

決算年月 平成24年８月 平成25年２月 平成26年２月 平成27年２月 平成28年２月

売上高 (千円) 36,979 31,895 2,814 649,119 960,386 

経常利益又は経常損失(△) (千円) 22,841 △4,360 △17,416 △153,154 131,941 

当期純利益又は当期純損失(△) (千円) 13,486 △4,395 △17,486 △118,662 88,925 

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) ― ― ― ― ― 

資本金 (千円) 1,000 1,000 1,000 164,633 504,890 

発行済株式総数 (株) 1,000 1,000 1,000 14,637 22,016 

純資産額 (千円) 14,486 10,090 △7,396 208,420 977,859 

総資産額 (千円) 24,866 15,177 2,068 361,184 1,187,006 

１株当たり純資産額 (円) 14,486.15 10,090.88 △7,396.11 142.39 444.16 

１株当たり配当額 
(１株当たり中間配当額) 

(円) 
― 

(―) 
― 

(―) 
― 

(―) 
― 

(－) 
― 

(－) 

１株当たり当期純利益金額 
又は１株当たり当期純損失金額(△) 

(円) 13,486.15 △4,395.27 △17,486.98 △100.80 47.92 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

(円) ― ― ― ― ― 

自己資本比率 (％) 58.26 66.48 △357.55 57.70 82.38 

自己資本利益率 (％) 93.10 ― ― ― 14.99 

株価収益率 (倍) ― ― ― ― ― 

配当性向 (％) ― ― ― ― ― 

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) ― ― ― △141,198 150,210 

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) ― ― ― △40,554 △29,547 

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) ― ― ― 198,407 661,556 

現金及び現金同等物の期末残高 (千円) ― ― ― 155,446 937,665 

従業員数 
〔外、平均臨時雇用者数〕 

(名) 
― 

〔5〕 
― 

〔9〕 
― 

〔4〕 
47 

〔40〕 
62 

〔47〕 
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(注) １．当社は、連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については

記載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため、記載しておりません。 

４．第１期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており

ません。 

５．第２期及び第３期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、

また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

６．第４期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非

上場であるため、期中平均株価が把握できず、かつ、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ

ん。 

７．第５期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非

上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 

８．第１期の自己資本利益率については、期末の自己資本にて算出しております。 

９．第２期、第３期及び第４期の自己資本利益率については、当期純損失であるため記載しておりません。 

10．株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。 

11．当社は、第３期まではキャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、キャッシュ・フローに係る各

項目については記載しておりません。 

12．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は年間平均人員を〔 〕内にて外数で記載しております。 

13．当社は平成24年４月26日設立のため、第１期は平成24年４月26日から平成24年８月31日までの４ヶ月と６日

間であります。 

14．第２期は、決算期変更により平成24年９月１日から平成25年２月28日までの６ヶ月間であります。 

15．当社は、平成26年３月１日付で、旧㈱エルテス（平成16年４月28日設立）を吸収合併しております。 

16．当社は、平成28年７月30日付で、普通株式１株につき100株の株式分割を行っておりますが、第４期の期首

に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当

期純損失金額を算定しております。 

17．前事業年度(第４期)及び当事業年度(第５期)の財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の

規定に基づき、三優監査法人により監査を受けております。なお、第１期、第２期及び第３期の財務諸表に

ついては、「会社計算規則」（平成18年法務省令第13号）に基づき算出しており、当該監査を受けておりま

せん。 

18．当社は、平成28年７月30日付で、普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。そこで、東京証

券取引所自主規制法人（現 日本取引所自主規制法人）の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価

証券報告書（Ⅰの部）』の作成上の留意点について」（平成24年８月21日付東証上審第133号）に基づき、

第１期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出した場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げ

ると、以下のとおりとなります。なお、第１期、第２期及び第３期の数値については、三優監査法人の監査

を受けておりません。 

  

  
  

  

 

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 

決算年月 平成24年８月 平成25年２月 平成26年２月 平成27年２月 平成28年２月

１株当たり純資産額 (円) 144.86 100.91 △73.96 142.39 444.16 

１株当たり配当額 
(１株当たり中間配当額) 

(円) 
― 

(―) 
― 

(―) 
― 

(―) 
― 

(－) 
― 

(－) 

１株当たり当期純利益
金額又は１株当たり当
期純損失金額(△) 

(円) 134.86 △43.95 △174.87 △100.80 47.92 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益
金額 

(円) ― ― ― ― ― 
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（参考情報） 

当社の前身の一つである旧㈱エルテスは、平成16年４月に企業のインターネット上でのブランディング支援を行

うことを目的として設立されました。その後、事業領域を拡大し、ソーシャルリスク事業を主な事業としてまいり

ました。 

一方で、エヌアールピー㈱（現在の㈱エルテス、以下「当社」という。）は、平成24年４月にＷｅｂのモニタリ

ングシステムの開発、保守、運用業務の受託を目的として設立されました。当社は旧㈱エルテスのＷｅｂサイト作

成を受託する等、事業上の連携を深めてまいりました。 

こうした状況から、環境の変化に対応し得る体制の確立に向け、経営基盤の強化による経営効率の向上を図るこ

とを目的として、平成26年３月１日付で、当社は旧㈱エルテスを吸収合併し、商号をエヌアールピー㈱から㈱エル

テスに変更いたしました。合併後の中核となる事業は、旧㈱エルテスより継承したものであります。 

このため、参考として、旧㈱エルテスの主要な経営指標等の推移について記載しております。 

  

 

回次 第８期 第９期 第10期 

決算年月 平成24年２月 平成25年２月 平成26年２月 

売上高 (千円) 218,707 357,260 402,335 

経常利益 (千円) 21,995 11,553 17,218 

当期純利益 (千円) 15,309 3,286 10,054 

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) ― ― ― 

資本金 (千円) 22,550 47,550 47,550 

発行済株式総数 (株) 301 401 401 

純資産額 (千円) 38,970 92,256 102,311 

総資産額 (千円) 106,449 215,502 260,477 

１株当たり純資産額 (円) 129,469.55 230,067.14 255,141.84 

１株当たり配当額 
(１株当たり中間配当額) 

(円) 
― 

(―)
― 

(―)
― 

(―)

１株当たり当期純利益 (円) 54,587.61 10,308.99 25,074.70 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― 

自己資本比率 (％) 36.61 42.81 39.28 

自己資本利益率 (％) 50.96 5.01 10.34 

株価収益率 (倍) ― ― ― 

配当性向 (％) ― ― ― 

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) ― ― ― 

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) ― ― ― 

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) ― ― ― 

現金及び現金同等物の期末残高 (千円) ― ― ― 

従業員数 
〔外、平均臨時雇用者数〕 

(名) 
10 

〔15〕
14 

〔15〕
16 

〔24〕
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(注) １．旧㈱エルテスは、平成26年３月１日付で当社に吸収合併されたことに伴い、消滅しております。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため、記載しておりません。 

４．第８期及び第９期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記

載しておりません。 

５．第10期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非

上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。 

６．株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。 

７．旧㈱エルテスは、キャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、キャッシュ・フローに係る各項目

については記載しておりません。  

８．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は年間平均人員を〔 〕内にて外数で記載しております。 

９．第８期、第９期及び第10期の財務諸表については、「会社計算規則」（平成18年法務省令第13号）に基づき

算出しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく三優監査法人の監査を受けておりませ

ん。 

10．当社は、平成28年７月30日付で、普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。そこで、東京証

券取引所自主規制法人（現 日本取引所自主規制法人）の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価

証券報告書（Ⅰの部）』の作成上の留意点について」（平成24年８月21日付東証上審第133号）に基づき、

第８期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出した場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げ

ると、以下のとおりとなります。なお、第８期、第９期及び第10期の数値については、三優監査法人の監査

を受けておりません。 

  

 

回次 第８期 第９期 第10期 

決算年月 平成24年２月 平成25年２月 平成26年２月 

１株当たり純資産額 (円) 1,294.70 2,300.67 2,551.42 

１株当たり配当額 
(１株当たり中間配当額) 

(円) 
― 

(―) 
― 

(―) 
― 

(―) 

１株当たり当期純利益金額 (円) 545.88 103.09 250.75 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

(円) ― ― ― 
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２ 【沿革】 

  

当社は、平成16年４月28日に設立された旧㈱エルテスを、平成26年３月１日に吸収合併すると同時に、商号をエヌ

アールピー㈱から㈱エルテスに変更して現在に至っております。 

旧㈱エルテスは、ソーシャルリスク事業を開発し展開してきた経緯があり、合併後の中核となる事業は同社より継

承したものであることから、当社が吸収合併した平成26年３月以前の旧㈱エルテスの沿革についても記載しておりま

す。 

  

 

年月 概要 

    
平成16年４月 企業のインターネット上でのブランディング支援を目的として、東京都渋谷区に旧㈱エルテス設立 

平成17年５月 本社を東京都新宿区に移転 

平成19年３月 ソーシャルリスクコンサルティングサービスを提供開始 

平成21年７月 本社を東京都港区西新橋に移転 

平成22年４月 ネット炎上事例等のソーシャルリスクに関するデータの収集及び蓄積を開始 

平成23年３月 ソーシャルリスクモニタリングサービスを提供開始 

平成24年２月 大阪オフィスを大阪府大阪市北区に開設 

平成24年４月 Ｗｅｂのモニタリングシステムの開発、保守、運用業務の受託を目的として、東京都港区西新橋に
当社設立 

平成24年９月 本社を東京都港区新橋に移転（旧㈱エルテス、当社） 

平成25年９月 ソーシャルリスクマネジメント・クラウドサービス「エルテスクラウド」をリリース（旧㈱エルテ
ス） 

平成26年３月 経営基盤の強化による経営効率の向上を図るため、当社は旧㈱エルテスを吸収合併し、商号を「㈱
エルテス」に変更 

  ㈱電通と資本業務提携 

平成27年５月 福岡オフィスを福岡県福岡市博多区に開設 

平成27年６月 名古屋オフィスを愛知県名古屋市中村区に開設 

平成27年10月 ㈱産業革新機構等からの出資534百万円により、資本金454百万円、資本準備金431百万円に資本 
増強 

平成28年２月 リスクインテリジェンスサービスを提供開始 

  ソーシャルリスクに関する調査・提言を行う社内シンクタンクとして「ソーシャルリスク総合研究
所」を設立 

平成28年３月 ＮＴＴコム オンライン・マーケティング・ソリューション㈱との協業によるソーシャルリスクモ
ニタリングサービスを提供開始 

平成28年５月 ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント㈱と協業し、食品業界向けに総合リスクコンサルティングサービ
スを提供開始 
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３ 【事業の内容】 

  

当社は、「リスクを解決する社会インフラの創出」をミッションに、リスクに特化したビッグデータ解析技術を基

に、企業を中心としたあらゆる組織が晒されるリスクを解決するためのソリューションを提供しております。 

スマートフォンやＳＮＳの普及に伴い、いつでも誰でもインターネット上での情報発信ができることになりコミュ

ニケーションは多様化しました。他方でその発展の副作用から、情報漏洩や不適切な投稿等に伴う、ネット炎上等で

被害を受ける個人や企業が後を絶たない状況にあり、重要なインフラストラクチャ―としてのインターネットの信頼

性を回復させることが社会的な重要課題となっております。 

このように、インターネットにおける風評被害、炎上、情報漏洩、サイバーアタックといったデジタルリスクは、

テクノロジーの発展に伴い発生してきました。これらは、ソーシャルメディアの普及やデバイスの高度化によって、

さらに加速しております。 

当社は、データ解析技術とコンサルティングを通して、このようなデジタルリスクを解決し、社会的な課題を解決

し、社会の危機を未然に防ぐことを目指しております。 

  

デジタルリスクに対応するために、当社では、データ上の動きからリスクの予兆を捉える「リスクインテリジェン

ス」、リスク発生を早期に把握するための「リスクモニタリング」、危機発生後に速やかに顧客が適切な対応が取れ

るようにアドバイスする「リスクコンサルティング」の各分野において、サービスを提供しております。 

特に、ソーシャルメディアを中心としたＷｅｂ上の様々なメディアに起因するソーシャルリスクを回避、解決する

ためのサービスをソーシャルリスク事業として展開しております。 

ソーシャルリスク事業においては、当社固有のノウハウと事例研究の蓄積によって、収集したビッグデータからリ

スクを高精度で洗い出す技術を開発し、課題解決に取り組んでまいりました。 

具体的には、ネット炎上を未然に防ぐためのソリューション、危機発生時の対応方法コンサルティング、レピュテ

ーション回復のためのサービスを、顧客の特性に応じてワンストップで提供しております。 

また、不正や犯罪の予知及び検知といったデジタルリスクの予兆を解析するリスクインテリジェンスサービスを開

始しており、企業や組織に対し提供できるサービスの領域の拡充に努めております。 

  
 

  

① ソーシャルリスクコンサルティングサービス 

ソーシャルリスクに関する危機発生後に、速やかに顧客が適切な対応が取れるようにアドバイスを行うサービス

であり、リスクが顕在化している企業、組織に対しては、リスクの鎮静化に向けた緊急対応コンサルティングと事

後のレピュテーション回復に向けたサービスを提供しております。 

危機対応サポートとリスクアセスメントを目的とし、ネット炎上等の危機発生時に、初動を誤ることで被害が拡

大することを防ぎます。これまで収集分析、蓄積してきたネット炎上事例データベース等に基づき、専任のコンサ

ルタントがアドバイスを行い、早期に適切なリスク評価とリスクに応じた適切な対応を支援いたします。 

危機発生後には、Ｗｅｂ上にレピュテーションに関する問題が山積することになります。これらの問題に対し

て、適切な情報発信を促すことで、顧客企業やサービスのレピュテーション回復とブランド再構築を支援いたしま

す。 
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② ソーシャルリスクモニタリングサービス 

ソーシャルリスクの発生を早期に検知及び把握するサービスで、24時間365日、twitter等のＳＮＳやネット掲示

板といったソーシャルメディア上の投稿を分析し、リスクの予兆があれば緊急通知の実施や対応方法のアドバイス

を行い、危険投稿がなければ日報でご報告いたします。また、直近のトレンドを分析した月報をご提供いたしま

す。 

24時間365日体制の監視により、リスクを未然に防ぐだけでなく、実際にリスクを検知した場合には、その後どの

ような対応をすべきかを専任のコンサルタントがアドバイスを行います。ソーシャルメディアの監視から緊急対

応、その後の対策まで、顧客のリスクマネジメントを一貫してワンストップで支援いたします。 

  
③ リスクインテリジェンスサービス 

データ上に表れる「人の動き」を解析し、デジタルリスクの予兆を捉えます。例えば、内部関係者による情報漏

洩・不正会計など、組織が抱える内部不正を未然に抑止します。膨大な組織内部のシステムログや管理データか

ら、当社独自のアルゴリズムによりリスクの高い行動パターンを認識し、危険度や緊急度の高いものは即時通知す

ることで、未然防止に繋げることができます。データに隠れている人の興味・関心・意図を解析し、潜在的な内部

不正リスクの予兆を察知する事前回避型のアプローチにより、高度なリスクマネジメント体制の構築を支援いたし

ます。 
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４ 【関係会社の状況】 
  

  該当事項はありません。 

  
５ 【従業員の状況】 

  

(1) 提出会社の状況 

平成28年８月31日現在 

(注) １．従業員数は就業人員であります。  

２．従業員数欄の (外書) は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

４．当社はソーシャルリスク事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 

５．従業員が最近１年間において、23名増加しましたのは、業容拡大に伴う定期及び期中採用によるものであり

ます。 

  

(2) 労働組合の状況 

  

   当社の労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

 

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円) 

75  (54) 29.82 1.43 4,484 
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第２ 【事業の状況】 

  

１ 【業績等の概要】 

  
(1) 業績 

第５期事業年度（自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日） 

当事業年度の我が国のインターネット市場においては、スマートフォンの普及を背景にＳＮＳの利用率がここ

数年増加の一途をたどり、平成27年３月の調査では実に77%（総務省「社会課題解決のための新たなＩＣＴサービ

ス・技術への人々の意識に関する調査研究」（平成27年））に至りました。 

企業においても、ＳＮＳを利用したソーシャルメディアマーケティングを活性化しており、我が国のインター

ネット広告の市場規模は平成27年において前年比110.2％の1兆1,594億円（㈱電通「2015年日本の広告費」）と引

き続き大きく伸長しました。 

一方で、ソーシャルメディアでの消費者の行動や投稿を契機として企業が予期せぬリスクに晒される状況も増

加しており、ソーシャルメディアを有効に活用するためにリスク管理体制の整備・強化が求められております。 

このような環境の中、当社は「リスクを解決する社会インフラの創出」をミッションとして、リスクに特化し

たビッグデータ解析技術をベースに、ＳＮＳやブログ、検索サイト等Ｗｅｂ上の様々なメディアに起因するリス

クに対するソリューションを企業に提供しております。 

  
当事業年度におきましては、ソーシャルリスク事業の一層の充実のため、リスクマネジメント体制構築マニュ

アルやガイドラインの策定、リスク回避に向けた従業員研修等を一貫して提供する体制を整えてまいりました。 

更に、豊富な運用実績とノウハウの蓄積により、事業分野や産業種類別の事例研究を強化する等、顧客の特性

に合わせたリスクマネジメント支援に注力し、付加価値の高いサービス提供を図ってまいりました。 

これらにより、顧客が抱える課題解決に貢献することで、既存顧客の深耕や大手企業を中心とした新規顧客の

獲得を行うことができました。 

また、既存拠点で培った営業基盤、実績を活かしつつ新たな営業基盤獲得が見込める地方拠点設置による営業

展開を図るため、福岡オフィスと名古屋オフィスを開設いたしました。 

  
この結果、売上高は960,386千円（前事業年度は649,119千円）と大幅に増加し、損益面につきましても、営業

利益135,144千円（前事業年度は151,013千円の損失）、経常利益131,941千円（前事業年度は153,154千円の損

失）、当期純利益は88,925千円（前事業年度は118,662千円の損失）と大幅に増加しました。 

  
なお、当社はソーシャルリスク事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はありません。 

  
第６期第２四半期累計期間（自 平成28年３月１日 至 平成28年８月31日） 

当社のソーシャルリスク事業が属するインターネットビジネス業界は、引き続き成長を遂げており、急速な普

及と端末の性能向上とが相まって、スマートフォンが主要なインターネットデバイスとなり、ソーシャルメディ

アの利用者が拡大を続け、インターネットにおける技術革新とともに、様々なサービスが展開されていくものと

予想され、継続的に新たな需要が創出される状況にあります。 

これに伴い、ソーシャルメディアを用いたマーケティング活動や求人活動などＷｅｂ上での企業の情報収集及

び情報発信はますます活性化しており、ソーシャルメディアに起因するリスクを管理し、ソーシャルメディアを

有効に活用するため、当社サービス領域に関する関心はますます増加しております。 

このような環境下、当社は「リスクを解決する社会インフラの創出」をミッションに、ソーシャルリスクに対

す る豊富な運用実績とノウハウの蓄積により、案件の継続と新規獲得を図り、ソーシャルリスクモニタリングサ

ービス、ソーシャルリスクコンサルティングサービスを伸長いたしました。また、ソーシャルリスクモニタリン

グサービスのラインアップの充実を企図した他社とのアライアンスを推進いたしました。 

  
この結果、当第２四半期累計期間の売上高は661,878千円、営業利益は116,659千円、経常利益は114,234千円、

四半期純利益は71,448千円になりました。 
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なお、当社はソーシャルリスク事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はありません。 

  
(2) キャッシュ・フローの状況 

第５期事業年度（自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日） 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ782,218千円増加

し、937,665千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりでありま

す。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、150,210千円（前事業年度は141,198千円の支出）となりました。これは主に

税引前当期純利益131,820千円（前事業年度は154,385千円の損失）と増益だったことによるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、29,547千円（前事業年度は40,554千円の支出）となりました。これは主に、

投資有価証券の取得による支出20,000千円（前期比20,000千円増加）により資金が減少したものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、661,556千円（前事業年度は198,407千円の収入）となりました。これは主

に、株式の発行による収入677,824千円（前期比446,620千円増加）により資金が増加したことによるものであり

ます。 

  

第６期第２四半期累計期間（自 平成28年３月１日 至 平成28年８月31日） 

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べて47,744千

円増加し985,410千円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間における営業活動による資金の増加は110,215千円となりました。この主な要因は、税引

前四半期純利益114,234千円、賞与引当金の増加16,127千円、未払金の減少12,915千円及び法人税等の支払額

13,902千円によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間における投資活動による資金の減少は9,126千円となりました。この主な要因は、有形固

定資産の取得による支出5,685千円によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間における財務活動による資金の減少は53,344千円となりました。この主な要因は、長期

借入金の返済による支出53,344千円によるものであります。 

  

２ 【生産、受注及び販売の状況】 
  

(1) 生産実績 

当社の事業は、提供するサービスの性格上、生産実績の記載になじまないため、当該記載を省略しております。 

  

(2) 受注実績 

当社の事業は、提供するサービスの性格上、受注実績の記載になじまないため、当該記載を省略しております。 

  

(3) 販売実績 

第５期事業年度及び第６期第２四半期累計期間における販売実績をサービスごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

─ 23 ── 23 ─



なお、当社はソーシャルリスク事業の単一セグメントであり、セグメント情報を記載していないため、サービス

別に記載しております。 

  

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 

サービスの名称 

第５期事業年度 
（自 平成27年３月１日 

  至 平成28年２月29日） 

第６期第２四半期累計期間 
（自 平成28年３月１日 

  至 平成28年８月31日）

販売高(千円) 前年同期比(％) 販売高(千円) 

ソーシャルリスクコンサルティングサービス 652,998 124.1 425,066 

ソーシャルリスクモニタリングサービス 290,308 243.6 234,885 

その他 17,079 430.1 1,925 

合計 960,386 148.0 661,878 
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３ 【対処すべき課題】 

  
当社が対処すべき主な課題は、以下の項目と認識しております。 

  
① 当社サービスの認知度向上 

今後も高い成長性を維持していくために、当社では費用対効果を見極めながら、広告宣伝活動及び広報活動に

積極的に取り組んでまいります。 

ＳＮＳの利用率の増加に伴い、企業によるソーシャルメディアマーケティングも活性化しておりますが、同時

にソーシャルメディアの有効活用のために、ソーシャルリスクに対する管理体制の整備が求められます。 

このような環境下、当社サービスの拡販には、企業を取り巻くソーシャルリスクを正しく理解して頂くことが

重要であると考えております。当社は、通常の営業活動の他、ソーシャルリスクに対する研究成果を各種メディ

アやＷｅｂ媒体等を通じて広く情報提供することにより、社会にリスクを周知し、それらに応じた適切な管理を

促す活動に取り組んでまいります。 

また、全てのサービスにおいてパフォーマンスの高いサービスを提供し顧客満足度を更に高めて、継続的な取

引をして頂くことで、顧客や市場からの認知度を高めることも重要であると考えております。 

  
② 新サービスの開発 

テクノロジーの発展に応じて発生した新しいデジタルリスク領域、すなわち、Ｆｉｎｔｅｃｈの発展に伴う金

融不正、重要インフラのインターネット化であるＩｏＴにおけるサイバーテロ、マイナンバーに代表される情報

のデジタル化に対するサイバーインテリジェンス等についてセキュリティマネジメントが求められております。 

このような環境下、当社が強みとするリスク検知に特化したビッグデータ解析によるソリューションには様々

な可能性があると考えており、企業の競争力にも影響を与える重大なリスクを解決するための新規ビジネスの創

出に取組んでまいります。 

組織内部の不正を検知するため、ログデータから内部不正の予兆を見つけ実行を阻止する事前回避型のアプロ

ーチを提供する等、市場や顧客の潜在需要を予測し、掘り起こすサービスを開発してまいります。 

加えて、専門性を持ったパートナーとの連携を推進することにより、既存サービスの領域拡大と新サービスの

展開を早期に図ることで、既存顧客へ付加価値の提供を拡充し、新規顧客の獲得を図り、優良なサービスを継続

的に提供してまいります。 

  
③ 人材の強化 

継続的に企業価値を高めていくため、業容拡大に向けた人材の強化が重要であると考えております。法人顧客

が中心となるため、コンサルティング部門や営業部門を更に強化していく必要があります。また、付加価値の高

いサービスの提供のため、ビッグデータ解析やインターネット関連の技術を持つ人員の確保も必要不可欠であり

ます。そのため、採用による増員を行うと同時に、継続的な社員教育を行い、能力向上の機会を増やし、人材の

育成及び強化を行ってまいります。 

また、実力ある人材に積極的に責任のある役割を任せる等、人事制度の構築や権限移譲の促進による組織力の

強化に取り組み、組織の活性化を図るとともに幹部候補の育成に努めてまいります。 

  

④ 社内管理体制の強化 

株式上場を目指す企業として相応しい組織的な管理体制を継続的に運用していくことが重要であると考えてお

り、経営の公正性や透明性を確保するために、内部統制システム強化に取り組んでまいります。 

また、積極的な採用により、従業員が増加し、組織規模が拡大することが見込まれるため、社内管理体制の充

実やシステム化が必要不可欠であると考えており、管理機能の補強やシステムの強化を引き続き実施してまいり

ます。 
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４ 【事業等のリスク】 

  

以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。ま

た、投資者の判断に重要な影響をおよぼす可能性のある事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点か

ら開示しております。なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであり、潜在

的リスクや不確定要因はこれらに限られるものではありません。 

  
① ビッグデータの利用規制について 

ソーシャルメディアの活性化などに伴い、ビッグデータ関連ビジネスが推進されております。しかしながら、

法令等の制改定により、ビッグデータの利用について何らかの規制が生じた場合には、サービス提供のための情

報収集やサービス提供の手法自体に何らかの制約が発生し、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  
② 情報取得について 

当社は、ソーシャルメディアから生成されるビッグデータをソフトウェアにより自動的に収集しております。

しかしながら、ソーシャルメディアの運営側の方針により収集に制限が加えられた場合や禁止された場合には、

サービスの品質が低下し、また、情報収集のための追加コストが発生し、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可

能性があります。 

  
③ 技術開発について 

Ｗｅｂに関連する技術革新は急速に進んでおり、機能の変更や拡充が日々求められため、当社は継続的な技術

開発に取り組んでおります。しかしながら、技術開発が想定通りに進まず、サービスが有効に機能しなくなる場

合には、サービスの品質が低下し、また、対応するための追加コストが発生し、当社の事業及び業績に影響を及

ぼす可能性があります。 

  
④ 競合について 

ソーシャルリスク関連市場は将来の成長が期待される市場であるため、国内外の事業者がこの分野に参入して

くる可能性があります。新規参入する他社との競合状況が激化した場合には、価格の下落、又は、価格競争以外

の要因でも受注を失うおそれがあり、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  
⑤ ソーシャルメディアについて 

現在は、多くの企業や消費者がソーシャルメディアの積極的利用を行っており、それに伴いソーシャルリスク

マネジメントに対する意識も高まっております。しかしながら、ソーシャルメディア自体が衰退し、利用者数が

減少した場合には、関連する投稿数や記事数が減少し、ソーシャルメディアに起因するリスクが低下することが

予想されるため、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  
⑥ 特定の人物への依存について 

創業者であり代表取締役社長である菅原貴弘は、設立以来の代表者であり、経営方針や事業戦略、サービスコ

ンセプト等についてリーダーシップを発揮しております。各事業部門のリーダーへ権限移譲を進めることで、当

人に過度に依存しない経営体制の構築を進めておりますが、万が一、当人に不測の事態が生じた場合には、当社

の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  
⑦ 人材の確保や育成について 

業容拡大に伴う優秀な人材の確保と育成が重要な課題であり、実務を担うデータアナリストやエンジニアをは

じめ、内部での人材育成及び外部からの人材登用に努めております。しかしながら、採用や育成に支障をきたす

事態や雇用に支障をきたす事態が発生した場合には、円滑な業務の遂行及び積極的な受注活動が阻害されるおそ

れがあり、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑧ システム障害及び不具合について 

当社は、24時間365日体制でサービス提供しておりますが、通信ネットワークに依存しており、サーバー等の自

社設備や第三者の通信設備等のインターネット接続環境が良好に稼動することが前提であります。そのため、災

害や事故による通信ネットワークの切断、サーバーの停止、コンピュータウィルスによる被害、外部からの不正

侵入やソフトウェアの不具合などが生じた場合には、サービスの提供に支障をきたし、また、障害や不具合の原

因が当社にあった場合には、 顧客企業からの信頼度が低下し、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

  
⑨ 情報漏洩について 

当社は、顧客の営業機密や社内情報等の機密情報を扱う場合があり、情報セキュリティマネジメントシステム

の国際規格であるＩＳＭＳ「ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１」の認証を取得するなど、規程やマニュアル等に従った

体制や教育の下で、機密情報を厳しく管理しております。しかしながら、何らかの理由により機密情報の漏洩が

生じた場合には、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  
⑩ レピュテーションについて 

当社は、高い公共性を有するインターネットにおいて、リスクマネジメントを支援する事業会社として、重責

を負託されていることを十分に認識し社会的責任を果たすために、取引にあたり当社独自の基準を設けるととも

に、取引自主規制委員会を設置し、社会から信頼される健全性と倫理観を常に保持するための取り組みが、有効

かつ継続的に機能する体制を運用しております。しかしながら、何らかの理由によりレピュテーション上のリス

クが生じた場合には、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  
⑪ 知的財産権について 

当社が保有する知的財産権に関しては、商標登録等を行っており、今後も知的財産権の保全に積極的に取り組

む予定であります。しかしながら、当社の知的財産権が第三者に侵害された場合には、解決までに多くの時間及

び費用がかかる等、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

また、当社による第三者の知的財産権の侵害については、可能な範囲で調査を行い対応しております。しかし

ながら、当社の事業領域における第三者の知的財産権を完全に把握することは困難であり、認識せずに侵害して

しまう可能性が否定できず、この場合には、当社に対する損害賠償請求や、ロイヤリティの支払要求等が行われ

る等、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑫ 内部管理体制について 

当社は、関係者の不正行為等が発生しないよう、国内外の法令及びルールの遵守を行動基準として定め、内部

監査等で遵守状況の確認を行っております。しかしながら、法令等に抵触する事態や関係者による不正行為が発

生する可能性は否定できず、これらの事態が生じた場合には、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

  
⑬ 配当政策について 

現在は、成長過程にあると認識しており、獲得した資金については優先的にシステム等の設備投資や人材の採

用、育成に充てるため、過去においては配当を行っておりません。今後は、株主に対する利益還元を経営上の重

要な課題の一つとして認識し、将来的には、配当による株主への利益還元を予定しております。しかしながら、

重要な事業投資を優先する場合やキャッシュ・フローの状況によっては、配当を実施しない、あるいは予定して

いた配当を減ずる可能性があります。 

  
⑭ 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について 

当社は、会社法の規定に従って平成27年８月24日開催の臨時株主総会決議及び平成28年２月15日開催の臨時株

主総会決議に基づき、新株予約権を付与しております。本書提出日の前月末現在新株予約権による潜在株式数は

218,000株であり、同日現在の発行済株式総数2,201,600株の9.9％に相当し、これらの新株予約権が行使された場

合には、１株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。 

 

─ 27 ── 27 ─



５ 【経営上の重要な契約等】 

  

  該当事項はありません。 

  

６ 【研究開発活動】 

  

第５期事業年度（自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日） 

当社は、インターネット上で収集可能なデータをクロールし、分析、可視化することで、顧客企業の問題解決を

行うソリューションを提供するために、ビッグデータ処理技術の向上、自然言語処理技術の多言語対応、統計解

析・機械学習、データビジュアライゼーションに関する研究、開発を行っております。また、技術開発や先端技術

の導入を目的とした大学との共同研究を実施しており、当事業年度における研究開発費として1,467千円計上してお

ります。 

なお、当社は、ソーシャルリスク事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。 

  
第６期第２四半期累計期間（自 平成28年３月１日 至 平成28年８月31日） 

当第２四半期累計期間の研究開発費の総額は、832千円であります。 

なお、当第２四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 
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７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

  

  文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。 

  
(1) 重要な会計方針及び見積り 

当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。財

務諸表の作成に当たり、資産及び負債又は損益の状況に影響を与える会計上の見積りは、過去の実績等の財務諸表

作成時に入手可能な情報に基づき合理的に判断しておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、

これらの見積りと異なる場合があります。 

当社の財務諸表の作成に当たって採用している重要な会計方針は、「第５ 経理の状況 １ 財務諸表等(1) 財

務諸表 重要な会計方針」に記載しております。 

  
(2) 経営成績の分析 

第５期事業年度（自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日） 

（売上高） 

当事業年度の売上高は960,386千円（前年同期比48.0％増）となりました。この主な要因は、ソーシャルリス

クモニタリングサービスが堅調に推移し、顧客数が積み上がったことによるものであります。 

（売上原価） 

当事業年度の売上原価は320,717千円（前年同期比13.0％増）となりました。この主な内訳は、労務費

171,925千円、外注費57,614千円であります。 

（販売費及び一般管理費） 

当事業年度の販売費及び一般管理費は504,523千円（前年同期比2.3％減）となりました。この主な内訳は、

給与手当150,133千円であります。 

（営業外損益及び特別損益） 

営業外損益の主な内訳は株式交付費2,689千円であります。 

  
以上の結果、当事業年度における業績は、売上高960,386千円（前事業年度は649,119千円）、営業利益135,144

千円（前事業年度は151,013千円の損失）、経常利益131,941千円（前事業年度は153,154千円の損失）、当期純利

益88,925千円（前事業年度は118,662千円の損失）となりました。 

  
第６期第２四半期累計期間（自 平成28年３月１日 至 平成28年８月31日） 

（売上高） 

当第２四半期累計期間の売上高は661,878千円となりました。この主な要因は、ソーシャルリスクモニタリン

グサービスが堅調に推移し、顧客数が積み上がったことによるものであります。 

（売上原価） 

当第２四半期累計期間の売上原価は232,024千円となりました。この主な内訳は、労務費134,890千円、外注

費49,259千円であります。 

（販売費及び一般管理費） 

当第２四半期累計期間の販売費及び一般管理費は313,194千円となりました。この主な内訳は、給与手当 

84,716千円であります。 

（営業外損益及び特別損益） 

営業外損益の主な内訳は株式公開費用2,274千円であります。 

  
 以上の結果、当第２四半期累計期間における業績は、売上高は661,878千円、営業利益116,659千円、経常利

益114,234千円、四半期純利益71,448千円となりました。 
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(3) 財政状態の分析 

第５期事業年度（自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日） 

（資産） 

当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べて、825,822千円増加し、1,187,006千円となりました。 

流動資産は、前事業年度末に比べて812,538千円増加し、1,094,760千円となりました。これは主に現金及び

預金の増加（前期比782,218千円増加）、受取手形の増加（前期比30,333千円増加）、売掛金の増加（前期比

29,599千円増加）があったことによるものであります。 

固定資産は、前事業年度末に比べて13,284千円増加し、92,246千円となりました。これは主に投資有価証券

の増加（前期比20,000千円増加）があったことによるものであります。 

（負債） 

当事業年度末の負債合計は、前事業年度末に比べて、56,383千円増加し、209,147千円となりました。 

流動負債は、前事業年度末に比べて64,219千円増加し、175,807千円となりました。これは主に未払金の増加

（前期比14,905千円増加）、未払法人税等の増加（前期比15,489千円増加）、前受金の増加（前期比12,576千

円増加）があったことによるものであります。 

固定負債は、前事業年度末に比べて7,836千円減少し、33,340千円となりました。これは長期借入金の減少

（前期比7,836千円減少）によるものであります。 

（純資産） 

当事業年度末の純資産合計は、前事業年度末に比べて769,439千円増加し、977,859千円となりました。これ

は主に、新株の発行により資本金及び資本剰余金が、それぞれ340,256千円増加したこと、利益剰余金の増加

88,925千円があったことによるものであります。 

なお、純資産の内訳は、資本金504,890千円、資本剰余金481,340千円、利益剰余金△8,371千円であります。

  

第６期第２四半期会計期間（自 平成28年６月１日 至 平成28年８月31日） 

（資産） 

当第２四半期会計期間末における総資産は1,239,936千円となり、前事業年度末に比べ52,929千円増加いたし

ました。この主な増加要因は、現金及び預金の増加47,744千円、受取手形及び売掛金の減少10,307千円、その

他の流動資産の増加17,247千円、有形固定資産の増加2,989千円によるものであります。 

（負債） 

当第２四半期会計期間末における負債は190,627千円となり、前事業年度末に比べ18,519千円減少いたしまし

た。この主な減少要因は、未払法人税等の増加36,757千円、借入金の返済による減少53,344千円によるもので

あります。 

（純資産） 

当第２四半期会計期間末における純資産は1,049,308千円となり、前事業年度末に比べ71,448千円増加いたし

ました。この主な増加要因は、利益剰余金の増加71,448千円によるものであります。 

  

(4) キャッシュ・フローの分析 

「第２ 事業の状況 １業績等の概要 （２）キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。 

  

(5) 経営戦略の現状と見通し 

当社は、リスクに特化したビッグデータ解析力を基に、顧客の特性に応じたソーシャルリスクマネジメントをワ

ンストップで支援するサービスを展開しております。ソーシャルメディアの多様化や伝播力の拡大による、ソーシ

ャルメディアマーケティングの活性化とリスクマネジメントに対する意識の向上に伴い、当社の新規顧客数が増加

しております。今後も、引き続きソーシャルリスク事業に経営資源を投下し、付加価値の向上、顧客数増加に合わ

せた提供体制及び営業体制の強化に努め、事業の拡大と収益力の強化を図ってまいります。 

  

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因について 

「第２ 事業の状況 ４ 事業等のリスク」に記載のとおりであります。 

  

(7) 経営者の問題認識と今後の方針 

「第２ 事業の状況 ３ 対処すべき課題」に記載のとおりであります。 
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第３ 【設備の状況】 

  

１ 【設備投資等の概要】 

  

第５期事業年度（自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日） 

当事業年度において実施した設備投資の総額は、5,558千円であり、その主な内容は、ソフトウェア開発2,461千

円であります。当事業年度において、重要な設備の除却・売却はありません。 

なお、当社はソーシャルリスク事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 

  
第６期第２四半期累計期間（自 平成28年３月１日 至 平成28年８月31日） 

当第２四半期累計期間において実施した設備投資の総額は、9,137千円であり、その主な内容は、車両の取得 

4,607千円、ソフトウェア開発3,228千円であります。当第２四半期累計期間において、重要な設備の除却・売却は 

ありません。 

なお、当社はソーシャルリスク事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 

  
２ 【主要な設備の状況】 

平成28年２月29日現在 

(注) １．現在休止中の主要な設備はありません。 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

３．本社建物と大阪オフィス建物は賃借しております。年間賃借料は、本社建物は59,316千円、大阪オフィス

建物は3,876千円であります。 

４．従業員数の（ ）は臨時雇用者数を外書しております。 

５．当社は、ソーシャルリスク事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 

  

３ 【設備の新設、除却等の計画】(平成28年８月31日現在) 

  

当社の設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。なお、当社

は、ソーシャルリスク事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 

  
(1) 重要な設備の新設等 

(注) １．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．着手予定年月、完成予定年月につきましては、平成29年２月期中の着手、平成30年２月期中の完成を予定

しており、月は未定であります。 

３．完成後の増加能力につきましては、計数的把握が困難であるため、記載を省略しております。 

  
(2) 重要な設備の除却等 

 該当事項はありません。 

 

事業所名 
(所在地) 

設備の内容 

帳簿価額(千円) 
従業員数 
(名) 建物 

附属 
設備 

工具 
器具 
備品 

ソフト 
ウェア 

合計 

本社 
(東京都港区) 

サーバー等 
本社機能 

16,536 3,976 13,228 33,741 
54 

(52) 

大阪オフィス 
(大阪府大阪市中央区) 

支店機能 457 － － 457 
5 

(2) 
 

事業所名 
(所在地) 

設備の内容 

投資予定額 

資金調達方法 着手年月 
完了予定 
年月 

完成後の 
増加能力 総額 

(千円) 
既支払額 
(千円) 

本社 
(東京都港区) 

ソフト 
ウェア 

30,000 － 増資資金 
平成29年 
(注)２ 

平成30年 
(注)２ 

(注)３ 

本社 
(東京都港区) 

オフィス 
移転費用 

70,000 － 〃 
平成29年 
１月 

平成29年 
２月 

(注)３ 
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第４ 【提出会社の状況】 

  

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

(注)  平成28年７月29日開催の臨時株主総会において、定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は普通株式

8,800,000株となっております。 

  

② 【発行済株式】 

  

(注) １．平成28年７月６日開催の取締役会決議により、平成28年７月30日付で１株を100株に株式分割いたしまし

た。これにより株式数は、2,179,584株増加し、2,201,600株となっております。 

２．平成28年７月29日開催の臨時株主総会において、定款の一部変更が行われ、１単元の株式数を100株とす

る単元株制度を採用しております。 

  

 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 8,800,000 

計 8,800,000 
 

種類 発行数(株) 
上場金融商品取引所名又は 

登録認可金融商品取引業協会名
内容 

普通株式 2,201,600 非上場 単元株式数は100株であります。 

計 2,201,600 ― ― 
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(2) 【新株予約権等の状況】 

①  新株予約権 

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

  

第２回新株予約権（平成27年８月24日臨時株主総会決議及び平成27年８月24日取締役会決議） 

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調

整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 
  

  
２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
  

  
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算

式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
  

  
３．平成28年７月６日開催の取締役会決議により、平成28年７月30日付で１株を100株に株式分割いたしまし

た。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約

権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 

  

 

区分 
最近事業年度末現在 
(平成28年２月29日) 

提出日の前月末現在 
(平成28年９月30日) 

新株予約権の数(個) 1,600(注)１ 1,600(注)１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,600(注)１    160,000(注)１、３ 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 120,000(注)２ 1,200(注)２、３ 

新株予約権の行使期間 
平成27年９月１日～ 
平成37年８月31日 

平成27年９月１日～ 
平成37年８月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格120,000 
資本組入額60,000 

発行価格1,200(注)３ 
資本組入額600(注)３ 

新株予約権の行使の条件 

①行使時点において、新株予

約権者の代表者が、新株予

約権割当時の代表者と同一

人物のままであることを要

するものとする。ただし、

当社取締役会が書面にて事

前に了承した場合はこの限

りでない。 

②新株予約券の質入れ、担保

権の設定は認めないものと

する。 

①行使時点において、新株予

約権者の代表者が、新株予

約権割当時の代表者と同一

人物のままであることを要

するものとする。ただし、

当社取締役会が書面にて事

前に了承した場合はこの限

りでない。 

②新株予約券の質入れ、担保

権の設定は認めないものと

する。 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するとき

は、当社取締役会の決議によ

る承認を要するものとする。 

新株予約権を譲渡するとき

は、当社取締役会の決議によ

る承認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

― ― 
 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１ 

分割・併合の比率 
 

  
調整後払込金額

  
＝ 

  
調整前払込金額

 
×

既発行株式数 ＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価 

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数 
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第３回新株予約権（平成28年２月15日臨時株主総会決議及び平成28年２月15日取締役会決議） 

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調

整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 
  

  
２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
  

  
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算

式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
  

  
３．平成28年７月６日開催の取締役会決議により、平成28年７月30日付で１株を100株に株式分割いたしまし

た。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約

権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 

４．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以下総称して「組織再編行為」という。）をする場合、合併後存続する株式会社または合併により設立す

る株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式

会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会

社、または、株式移転により設立する株式会社（以下総称して「再編対象会社」という。）の新株予約権を

以下の方針にて交付するものとする。ただし、以下の方針に沿う記載のある吸収合併契約、新設合併契約、

 

  
最近事業年度末現在 
(平成28年２月29日) 

提出日の前月末現在 
(平成28年９月30日) 

新株予約権の数(個) 585(注)１    580(注)１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 585(注)１    58,000(注)１、３ 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 120,000(注)２ 1,200(注)２、３ 

新株予約権の行使期間 
平成30年３月１日～ 
平成38年２月14日 

平成30年３月１日～ 
平成38年２月14日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格120,000 
資本組入額60,000 

発行価格1,200(注)３ 
資本組入額600(注)３ 

新株予約権の行使の条件 

①当社の普通株式が、いずれ
かの金融商品取引所に上場
されていること。 

②新株予約権を引受けた者
は、権利行使時において、
当社の取締役、監査役及び
従業員の地位を保有してい
ることとする。 

③新株予約権者が死亡した場
合は、相続は認めないもの
とする。 

④新株予約権の質入れ、担保
権の設定は認めないものと
する。 

①当社の普通株式が、いずれ
かの金融商品取引所に上場
されていること。 

②新株予約権を引受けた者
は、権利行使時において、
当社の取締役、監査役及び
従業員の地位を保有してい
ることとする。 

③新株予約権者が死亡した場
合は、相続は認めないもの
とする。 

④新株予約権の質入れ、担保
権の設定は認めないものと
する。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するとき
は、当社取締役会の決議によ
る承認を要するものとする。 

新株予約権を譲渡するとき
は、当社取締役会の決議によ
る承認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

(注)４ (注)４ 
 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１ 

分割・併合の比率 
 

  
調整後払込金額

  
＝ 

  
調整前払込金額

 
×

既発行株式数 ＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価 

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数 
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吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき当社株主総会の承認を受

けた場合に限るものとする。 

① 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

 再編対象会社の普通株式とする。 

② 各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数（以下「承継後

株式数」という。）とする。ただし、調整により生じる１株未満の端数は切り捨てる。 

③ 新株予約権を行使することができる期間 

 前述の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行

為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することが

できる期間の満了日までとする。 

④ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増

加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 

⑤ 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。 

⑥ その他の新株予約権の行使の条件 

 前述の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 

⑦ 新株予約権の取得事由 

当社は、当社取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部または一部を無償で取得す

ることができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する

新株予約権の一部を定める。 

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 
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(3) 【ライツプランの内容】 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

(注) １．会社設立によるものであります。 
２．吸収合併に伴う新株発行によるものであります。 

被合併会社 旧㈱エルテス     合併比率 １株：22.8株 
なお、旧㈱エルテスの吸収合併に伴い、合併当日における旧㈱エルテスの株主に当社株式を交付いた
しました。交付先は菅原貴弘、小林稔忠、瓜生健太郎、池田弘、Ｈｅｒｏ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ㈱、ア
ントレプレナー投資事業組合であります。 

３．第三者割当増資による増資であります。 
発行価格80,000円   資本組入額40,000円 
割当先 ㈱電通625株、ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合600株 

４．新株予約権の行使による増加であります。 
５．第三者割当増資による増資であります。 

発行価格100,000円  資本組入額50,000円 
割当先 みずほ成長支援投資事業有限責任組合500株、㈱コーエーテクモキャピタル200株、 
    香川証券㈱100株 

６．新株予約権の行使による増加であります。 
７．新株予約権の行使による増加であります。 
８．第三者割当増資による増資であります。 

発行価格120,000円  資本組入額60,000円 
割当先 ㈱産業革新機構2,500株、㈱マイナビ416株、電通デジタル投資事業有限責任組合416株、 
    ＪＡＩＣ－ブリッジ２号投資事業有限責任組合125株、 
    岩手新事業創造ファンド１号投資事業有限責任組合125株、 
    ＮＢＣエンジェルファンド１号投資事業有限責任組合41株、㈱ＴＳパートナーズ 833株 

９．第三者割当増資による増資であります。 
発行価格120,000円  資本組入額60,000円 
割当先 ＮＴＴインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合833株 

10．株式分割（１：100）によるものであります。 

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式 
総数残高 
(株) 

資本金 
増減額 
(千円) 

資本金 
残高 

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金 
残高 

(千円) 

平成24年４月26日 
(注)１ 

－ 1,000 1,000 1,000 － － 

平成26年３月１日 
(注)２ 

9,142 10,142 47,550 48,550 25,000 25,000 

平成26年３月31日 
(注)３ 

1,225 11,367 49,000 97,550 49,000 74,000 

平成26年９月１日～
平成26年11月30日 

(注)４ 
1,220 12,587 13,377 110,927 13,377 87,377 

平成26年12月19日 
(注)５ 

800 13,387 40,000 150,927 40,000 127,377 

平成27年１月１日～ 
平成27年２月28日 

(注)６ 
1,250 14,637 13,706 164,633 13,706 141,083 

平成27年３月１日～ 
平成27年４月30日 

(注)７ 
2,090 16,727 22,916 187,550 22,916 164,000 

平成27年10月２日 
(注)８ 

4,456 21,183 267,360 454,910 267,360 431,360 

平成27年11月27日 
(注)９ 

833 22,016 49,980 504,890 49,980 481,340 

平成28年７月30日 
(注)10 

2,179,584 2,201,600 ― 504,890 ― 481,340 
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(5) 【所有者別状況】 

平成28年８月31日現在 

  

  
  
(6) 【議決権の状況】 

  

① 【発行済株式】 

平成28年８月31日現在 

  

② 【自己株式等】 

  

   該当事項はありません。 

 

区分 

株式の状況(１単元の株式数100株) 

単元未満 
株式の状況

(株) 
政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 
金融商品
取引業者

その他の
法人 

外国法人等 
個人 

その他 
計 

個人以外 個人 

株主数 
(人) 

― ― 1 20 ― ― 40 61 ― 

所有株式数 
(単元) 

― ― 100 9,347 ― ― 12,569 22,016 ― 

所有株式数 
の割合(％) 

― ― 0.45 42.46 ― ― 57.09 100 ― 
 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 
2,201,600 

22,016 
完全議決権株式であり、株主として
の権利内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式であります。 

単元未満株式 ― ― ― 

発行済株式総数 2,201,600 ― ― 

総株主の議決権 ― 22,016 ― 
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(7) 【ストック・オプション制度の内容】 

  

当社は新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、新株

予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。 

  
第３回新株予約権（平成28年２月15日臨時株主総会決議及び平成28年２月15日取締役会決議） 

(注)  本書提出日現在の付与対象者は、当社従業員１名の退職により、当社取締役３名、当社従業員23名であり、株

式交付予定数は500株失効し、58,000株であります。 

  

 

決議年月日 平成28年２月15日 

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 ３  当社従業員 24 

新株予約権の目的となる株式の種類 「（２）新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 

「（２）新株予約権等の状況」に記載しております。 
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２ 【自己株式の取得等の状況】 
  

  

     

(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

  

 該当事項はありません。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

  

 該当事項はありません。 

  
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

  

 該当事項はありません。 

  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  

 該当事項はありません。 

  
３ 【配当政策】 

  

当社は、事業展開のための内部留保の充実と成長に応じた利益還元を重要な経営課題であると認識しております。

現在、当社は成長過程にあり一層の業容拡大を目指しており、獲得した資金については優先的に人材の採用育成、シ

ステム等の設備強化等の重要な事業投資に充て、当社の競争力の強化による将来の収益力向上や効率的な体制整備に

有効に活用するため、会社設立以来、第５期事業年度を含めて配当は実施しておりません。 

  
今後は、収益力の強化や安定的な事業基盤の確立に努め、内部留保の充実状況、業績、当社を取り巻く事業環境、

今後の事業展開を勘案し、その都度適正な経営判断を行い、配当を決定していく方針であります。 

  
なお、当社は、剰余金を配当する場合には、期末配当の年１回を基本的な方針としておりますが、会社法第454条第

５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、

期末配当は株主総会となります。財務体質の強化と今後の事業展開に備えた内部留保の充実を図りつつ、業績や業況

等を総合的に勘案し、配当の実施を判断させて頂く予定です。 

  
４ 【株価の推移】 

  
当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。 

  

 

【株式の種類等】 該当事項はありません。 
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５ 【役員の状況】 
  

男性６名 女性１名(役員のうち女性の比率14.3％) 

  
(注) １．取締役羽藤 秀雄は、社外取締役であります。 

２．監査役奥山 成美、本橋 広行及び高橋 宜治は、社外監査役であります。 

３．平成28年７月29日開催の臨時株主総会終結の時から、平成30年２月期に係る定時株主総会の終結の時までで

あります。 

４．平成28年７月29日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年２月期に係る定時株主総会の終結の時までで

あります。 

５．当社は、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以

下のとおりであります。 

  

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数

(株) 

代表取締役 社長 菅原 貴弘 
昭和54年 

12月23日 

平成16年４月 旧㈱エルテス設立代表取締役 
※３ 711,600 

平成24年４月 当社設立代表取締役社長(現任) 

取締役 管理部長 松林 篤樹 
昭和44年 

10月14日 

平成５年４月 大倉商事㈱入社  

※３ 20,000 
平成16年12月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法

人)入所  

平成26年７月 当社入社取締役管理部長(現任) 

取締役 事業本部長 紺野 祐樹 
昭和53年 

10月16日 

平成14年４月 新日鉄ソリューションズ㈱(現 新日鉄住

金ソリューションズ㈱)入社 

※３ 5,000 

平成21年４月 ㈱シグマクシス入社 

平成23年２月 ㈱コーポレイトディレクション入社 

平成26年９月 当社入社 

平成27年３月 当社事業本部長(現任) 

平成27年10月 当社取締役(現任) 

取締役 ― 羽藤 秀雄 
昭和32年 

９月３日 

昭和56年４月 通商産業省入省  

※３ 10,000 

平成21年９月 消費者庁審議官 

平成25年６月 特許庁長官 

平成26年11月 ㈱国際社会経済研究所入社 特別研究主幹 

平成27年５月 当社取締役(現任) 

平成27年７月 ㈱グローバル知的財産パートナーズ取締役 

平成28年２月 当社取締役会長 

平成28年６月 住友電気工業㈱常務執行役員(現任) 

常勤監査役 ― 奥山 成美 
昭和54年 

８月12日 

平成12年４月 三菱電機情報ネットワーク㈱(現 三菱電機

インフォメーションネットワーク㈱)入社 

※４ 5,000 
平成17年12月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法

人)入所  

平成26年５月 奥山成美公認会計士事務所設立所長(現任) 

平成27年５月 当社監査役(現任) 

監査役 ― 本橋 広行 
昭和49年 

８月15日 

平成９年４月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法

人)入所  

※４ 5,000 

平成24年９月 本橋公認会計士事務所設立所長(現任) 

平成24年12月 

平成25年９月 

㈱みんなのウェディング監査役 

旧㈱エルテス監査役 

平成26年３月 

平成27年７月 

当社監査役(現任） 

㈱アグリクラスター取締役(現任) 

監査役 ― 高橋 宜治 
昭和26年 

４月18日 

昭和49年４月 ㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルー

トホールディングス)入社 

※４ 5,000 

平成６年２月 ㈱セガ・エンタープライゼス(現  ㈱セガ

ゲームス)入社 

平成８年９月 ㈱ワイズ・ステージ設立代表取締役 

平成14年４月 

  

平成25年９月 

㈱ニッセン(現 ㈱ニッセンホールディング

ス)監査役 

旧㈱エルテス監査役 

平成26年３月 当社監査役(現任) 

計 761,600 
 

役名 職名 氏名 

執行役員 経営企画室長 五十嵐 洋次 

執行役員 マーケティング部長 安達 亮介 
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

  

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

  

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、経営の効率化を図ると同時に、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めていくことが、長

期的に企業価値を向上させていくと考えており、それによって、株主をはじめとした多くのステークホルダーへ

の利益還元ができると考えております。経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるために、コーポレ

ート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することが

重要な課題であると位置づけ、会社の所有者たる株主の視点を踏まえた効率的な経営を行っております。 

  

② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 

イ 会社の機関の基本説明 

当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。 

  

ロ 当社の機関体制の模式図は次のとおりであります。 

  

  

ハ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

ａ 取締役及び取締役会 

当社の取締役会は、取締役４名（うち社外取締役１名）で構成され、会社の事業運営に関する重要事項、

法令で定められた事項に関する意思決定を行っております。原則として、毎月１回の取締役会の開催に加

え、必要に応じて、臨時取締役会をその都度開催しております。 

  

ｂ 監査役及び監査役会 

当社の監査役会は、監査役３名（うち社外監査役３名）で構成され、監査役監査基準・計画に基づき、重

要会議の出席、取締役の法令・規程等の遵守状況の把握や、会計監査人の監査計画の把握、内部監査状況の

把握を行い、監査の実効性確保に努めております。 

  

ｃ 内部統制システムの整備の状況 

当社では、各種社内規程を整備し、規程遵守の徹底を図っております。また、財務報告に係る内部統制基

本方針を定め、内部統制システムが有効に機能するための体制を整備しております。 
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ニ 内部監査、監査役監査の状況 

内部監査につきましては、独立した内部監査部門は設けておりませんが、代表取締役社長が指名する内部監

査担当者１名が所属する部署を除き、年度計画に基づき内部監査業務を実施しております。内部監査担当者が

所属する部署については、代表取締役社長が別部署から任命し、相互に牽制する体制としております。会社の

財産及び業務を適正に把握し、業務執行が法令や社内規程に違反することのないよう、内部牽制体制を構築す

るとともに、定期的に内部監査を実施しており、監査の結果を代表取締役社長に報告し、改善の必要ある場合

は是正指示を出しております。 

  
監査役監査につきましては、原則、全ての取締役会に出席すると同時に、社長、取締役、重要な使用人との

意見交換や重要書類の閲覧等を行うことで、取締役と同水準の情報に基づいた監査が実施できる環境を整備し

ております。また、内部監査担当者が、内部監査の計画及び結果等に関して監査役会に報告し、意見交換をす

る等、監査役会との連携を構築しております。監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、各監査機関での監

査計画・監査結果の報告等、情報共有のための意見交換を定期的に行い、緊密な相互連携の強化に努めており

ます。 

  
ホ 会計監査の状況 

当社は、三優監査法人と監査契約を締結し、監査を受けております。当社と同監査法人及び当社監査に従事

する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。 

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は業務執行社員杉田純、岩田亘人、抜水信博であり、会計監査業

務に係る補助者は、公認会計士６名、その他２名であります。 

なお、継続監査年数については、３名ともに７年以内であるため、記載を省略しております。 

  

へ 社外取締役及び社外監査役の状況 

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めておりません

が、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。 

社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするととも

に、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。 

社外監査役は、原則として毎月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役の業務執行の状況を

監査するほか、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整

備・運用状況を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。 

  
社外取締役羽藤 秀雄氏は、消費者行政や知的財産権、企業ブランド、当社の属する業界や企業経営に知見を

有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によって当社のコーポレート・ガバナンスの強化

に貢献して頂けると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、住友電気工業㈱の常務執行役員であり

ます。同社と当社との間には取引関係はありません。なお、同氏は、当社の株式及び新株予約権を保有してお

ります。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。 

  
社外監査役３名は、それぞれ豊富な経営管理の経験と知識、公認会計士としての豊富な実務経験と専門的知

識等を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため選任しております。 

社外監査役奥山 成美氏は、公認会計士としての専門的な知見と監査法人における豊富な経験を有しており、

ガバナンス上の課題や適切な内部統制構築に係る助言・提言に加えて、幅広い見識を当社の監査に反映して頂

けることを期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏は当社の株式を保有しております。同氏と

当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。 

社外監査役本橋 広行氏は、公認会計士としての長年の実務経験と豊富な知識及び情報通信企業における監査

役の経験を有しており、当社が成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を解決するための助言・

提言を期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏は当社の株式を保有しております。同氏と当社

の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。 

 

─ 42 ── 42 ─



社外監査役高橋 宜治氏は、長年の実務経験と豊富な知識及び上場会社での監査役としての経験を有してお

り、当社の適切な組織運営に関する助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏は当

社の株式を保有しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りま

せん。 

  
③ リスク管理体制の整備の状況 

リスク管理については「リスクマネジメント規程」に基づき、効果的かつ総合的に実施しております。経営を

めぐる各種リスクについての総括的管理体制として「リスクマネジメント委員会」を設置し、各種リスクへの対

応状況を検討し定期的な評価と新たなリスクの特定を行い、対応策を実施することによりリスク解決を図るとと

もに、必要に応じて取締役会に報告される体制をとっております。 

また、社外監査役及び顧問弁護士を通報窓口とする内部通報制度を制定しております。組織的又は個人的な法

令違反ないし不正行為に関する通報等について、適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等による不

祥事の防止及び早期発見を図っております。高度な判断が必要とされるリスクが発見された場合には、必要に応

じて弁護士、公認会計士、弁理士、社会保険労務士等の外部専門家及び関係当局等からの助言を受ける体制を構

築しております。 

更に、法令遵守の構築を目的として「コンプライアンス規程」を定め、役員及び従業員の法令及び社会規範の

遵守の浸透、啓発を図っております。なお、内部監査を実施し、リスク管理体制の評価を行うとともに、潜在的

なリスクの発生状況を監査します。経営に重大な影響を与える危機が発生した場合は、代表取締役社長を責任者

とした対策本部を設置し、損失を最小限に抑えるとともに早期の回復に努めます。 

  
④ 役員の報酬等 

イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 

最近事業年度における役員報酬等は以下の通りであります。 

  
ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等 

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。 

  
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの 

該当事項はありません。 

  
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する基本方針 

取締役の報酬額は、平成26年１月31日開催の臨時株主総会において年額100,000千円以内と定められておりま

す。また、監査役の報酬額は、平成26年１月31日開催の臨時株主総会において年額30,000千円以内と定められ

ております。これらの報酬額の決定は、役割、会社への貢献度等を勘案して決定しております。 

  
⑤ 株式の保有状況 

イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式 

銘柄数           １銘柄 

貸借対照表計上額の合計額  20,000千円 

  

 

役員区分 
報酬等 
の総額 
（千円） 

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる 
役員の員数 
（名） 基本報酬 

ストック 
オプション 

賞与 退職慰労金 

取締役 
（社外取締役を除く） 

22,335 22,335 ― ― ― ３ 

監査役 
（社外監査役を除く） 

― ― ― ― ― ― 

社外取締役 4,800 4,800 ― ― ― ３ 

社外監査役 8,610 8,610 ― ― ― ３ 
 

─ 43 ── 43 ─



ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目

的 

（最近事業年度の前事業年度） 

 特定投資株式 

  該当事項はありません。 

  
 みなし保有株式 

  該当事項はありません。 

  
（最近事業年度） 

 特定投資株式 

  該当事項はありません。 

  
 みなし保有株式 

  該当事項はありません。 

  
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式 

該当事項はありません。 

  
⑥ 取締役の定数 

当社の取締役の定数は５名以内とする旨定款に定めております。 

  
⑦ 取締役の選任の決議要件 

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定めております。また、解任

決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以

上をもって行う旨を定款で定めております。 

  
⑧ 株主総会の特別決議要件 

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める特別決議について、議

決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上を

もって行う旨定款に定めております。 

  
⑨ 社外取締役及び監査役との責任限定契約の内容の概要 

当社は、会社法第427条第１項に基づき、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役との間に

おいて、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責

任限度額は、法令が定める額としております。 

  
⑩ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項 

取締役及び監査役の責任免除 

当社では、会社法第426条第１項及び会社法第427条第１項に基づき、取締役及び監査役が期待される役割を

十分に発揮できるよう、取締役会の決議をもって、取締役（取締役であった者を含む）及び監査役（監査役で

あった者を含む）の損害賠償責任を法令の限度において、免除することができる旨を定款に定めております。 
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(2) 【監査報酬の内容等】 

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】 

  

  

② 【その他重要な報酬の内容】 

   （最近事業年度の前事業年度） 

     該当事項はありません。 

  
   （最近事業年度） 

     該当事項はありません。 

  

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】 

   （最近事業年度の前事業年度） 

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、株式公開を前提

とした予備調査及び財務調査業務であります。 

  
   （最近事業年度） 

     該当事項はありません。 

  
④ 【監査報酬の決定方針】 

当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数を勘案し、双方協議のうえで、監査役会の同

意を得て監査報酬を決定しております。 

  

 

最近事業年度の前事業年度 最近事業年度 

監査証明業務に 
基づく報酬(千円) 

非監査業務に 
基づく報酬(千円) 

監査証明業務に 
基づく報酬(千円) 

非監査業務に 
基づく報酬(千円) 

5,000 4,600 6,500 ― 
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第５ 【経理の状況】 

  

１  財務諸表及び四半期財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づい

て作成しております。 

(2) 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。 

  

２  監査証明について 

(1) 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度(平成26年３月１日から平成27年２月28

日まで)及び当事業年度(平成27年３月１日から平成28年２月29日まで)の財務諸表について、三優監査法人により監

査を受けております。 

(2) 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(平成28年６月１日から平成28

年８月31日まで)及び第２四半期累計期間(平成28年３月１日から平成28年８月31日まで)に係る四半期財務諸表につ

いて、三優監査法人による四半期レビューを受けております。 

  

３  連結財務諸表及び四半期連結財務諸表について 

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表及び四半期連結財務諸表を作成しておりません。 

  

４  財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて 

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を

適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を整備するため、専門的な情報を有する団体等が

主催する研修・セミナーへの参加等を行っております。 
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１ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 

  

 

                      (単位：千円) 

                    
前事業年度 

(平成27年２月28日) 
当事業年度 

(平成28年２月29日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 155,446 937,665 

    受取手形 2,164 32,498 

    売掛金 77,395 106,995 

    前払費用 11,899 12,924 

    繰延税金資産 37,469 7,265 

    その他 3,209 ― 

    貸倒引当金 △5,363 △2,588 

    流動資産合計 282,221 1,094,760 

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物附属設備 25,370 27,110 

        減価償却累計額 △7,149 △10,116 

        建物附属設備（純額） 18,221 16,994 

      工具、器具及び備品 13,083 8,341 

        減価償却累計額 △8,051 △4,365 

        工具、器具及び備品（純額） 5,031 3,976 

      有形固定資産合計 23,252 20,970 

    無形固定資産     

      ソフトウエア 15,556 13,228 

      その他 6,896 59 

      無形固定資産合計 22,453 13,287 

    投資その他の資産     

      投資有価証券 ― 20,000 

      破産更生債権等 1,854 3,015 

      長期前払費用 2,303 4,275 

      繰延税金資産 2,745 4,095 

      敷金 28,064 29,398 

      その他 10 ― 

      貸倒引当金 △1,720 △2,795 

      投資その他の資産合計 33,256 57,988 

    固定資産合計 78,962 92,246 

  資産合計 361,184 1,187,006 
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                      (単位：千円) 

                    
前事業年度 

(平成27年２月28日) 
当事業年度 

(平成28年２月29日) 

負債の部     

  流動負債     

    買掛金 8,477 8,149 

    1年内返済予定の長期借入金 28,436 20,004 

    未払金 27,260 42,166 

    未払費用 26,802 34,479 

    未払法人税等 2,040 17,529 

    前受金 3,781 16,357 

    預り金 6,687 1,938 

    その他 8,103 35,182 

    流動負債合計 111,587 175,807 

  固定負債     

    長期借入金 41,176 33,340 

    固定負債合計 41,176 33,340 

  負債合計 152,763 209,147 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 164,633 504,890 

    資本剰余金     

      資本準備金 141,083 481,340 

      資本剰余金合計 141,083 481,340 

    利益剰余金     

      その他利益剰余金     

        繰越利益剰余金 △97,296 △8,371 

      利益剰余金合計 △97,296 △8,371 

    株主資本合計 208,420 977,859 

  純資産合計 208,420 977,859 

負債純資産合計 361,184 1,187,006 
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【四半期貸借対照表】 
 

                    (単位：千円) 

                    
当第２四半期会計期間 
(平成28年８月31日) 

資産の部   

  流動資産   

    現金及び預金 985,410 

    受取手形及び売掛金 129,185 

    その他 37,437 

    貸倒引当金 △2,406 

    流動資産合計 1,149,627 

  固定資産   

    有形固定資産 23,960 

    無形固定資産 11,189 

    投資その他の資産   

      その他 57,834 

      貸倒引当金 △2,675 

      投資その他の資産合計 55,158 

    固定資産合計 90,308 

  資産合計 1,239,936 

負債の部   

  流動負債   

    買掛金 13,294 

    未払法人税等 54,287 

    賞与引当金 16,127 

    その他 106,917 

    流動負債合計 190,627 

  負債合計 190,627 

純資産の部   

  株主資本   

    資本金 504,890 

    資本剰余金 481,340 

    利益剰余金 63,077 

    株主資本合計 1,049,308 

  純資産合計 1,049,308 

負債純資産合計 1,239,936 
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② 【損益計算書】 

  

 

                      (単位：千円) 

                    前事業年度 
(自 平成26年３月１日 

 至 平成27年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成27年３月１日 

 至 平成28年２月29日) 

売上高 649,119 960,386 

売上原価 283,751 320,717 

売上総利益 365,368 639,668 

販売費及び一般管理費 ※1,※2  516,381 ※1,※2  504,523 

営業利益又は営業損失（△） △151,013 135,144 

営業外収益     

  受取利息 29 92 

  受取家賃 281 ― 

  還付加算金 ― 44 

  その他 ― 4 

  営業外収益合計 311 142 

営業外費用     

  支払利息 1,488 656 

  株式交付費 963 2,689 

  営業外費用合計 2,452 3,345 

経常利益又は経常損失（△） △153,154 131,941 

特別利益     

  固定資産売却益 ※3  418 ― 

  特別利益合計 418 ― 

特別損失     

  固定資産除却損 ※4  1,649 ※4  120 

  特別損失合計 1,649 120 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △154,385 131,820 

法人税、住民税及び事業税 571 14,041 

法人税等調整額 △36,294 28,854 

法人税等合計 △35,722 42,895 

当期純利益又は当期純損失（△） △118,662 88,925 
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【売上原価明細書】 

  

  

(注)  ※  主な内訳は、次のとおりであります。 

  

(原価計算の方法) 

当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算であります。 

  

 

    
前事業年度 

(自  平成26年３月１日 
至  平成27年２月28日) 

当事業年度 
(自  平成27年３月１日 
至  平成28年２月29日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

Ⅰ  労務費   129,919 45.8 171,925 53.6 

Ⅱ  経費 ※ 153,831 54.2 148,792 46.4 

    売上原価   283,751 100.0 320,717 100.0 
 

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円) 

外注費 77,113 57,614 

地代家賃 24,337 34,330 

システム運用管理費 35,105 25,209 
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【四半期損益計算書】 

【第２四半期累計期間】 

  

 

                    (単位：千円) 

                    当第２四半期累計期間 
(自 平成28年３月１日 

 至 平成28年８月31日) 

売上高 661,878 

売上原価 232,024 

売上総利益 429,853 

販売費及び一般管理費 ※1  313,194 

営業利益 116,659 

営業外収益   

  受取利息 4 

  雑収入 14 

  営業外収益合計 19 

営業外費用   

  支払利息 170 

  株式公開費用 2,274 

  営業外費用合計 2,444 

経常利益 114,234 

税引前四半期純利益 114,234 

法人税、住民税及び事業税 50,062 

法人税等調整額 △7,277 

法人税等合計 42,785 

四半期純利益 71,448 
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③ 【株主資本等変動計算書】 

前事業年度(自 平成26年３月１日 至 平成27年２月28日) 

  

  

 

  (単位：千円) 

  

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 資本剰余金合計 

当期首残高 1,000 ― ― 

当期変動額       

合併による増加 47,550 25,000 25,000 

新株の発行 89,000 89,000 89,000 

新株予約権の行使 27,083 27,083 27,083 

当期純損失（△）       

当期変動額合計 163,633 141,083 141,083 

当期末残高 164,633 141,083 141,083 
 

  

株主資本 

純資産合計 
利益剰余金 

株主資本合計 その他利益剰余金 
利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

当期首残高 △8,396 △8,396 △7,396 △7,396 

当期変動額         

合併による増加 29,761 29,761 102,311 102,311 

新株の発行     178,000 178,000 

新株予約権の行使     54,167 54,167 

当期純損失（△） △118,662 △118,662 △118,662 △118,662 

当期変動額合計 △88,900 △88,900 215,816 215,816 

当期末残高 △97,296 △97,296 208,420 208,420 
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当事業年度(自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日) 

  

  

 

  (単位：千円) 

  

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 資本剰余金合計 

当期首残高 164,633 141,083 141,083 

当期変動額       

新株の発行 317,340 317,340 317,340 

新株予約権の行使 22,916 22,916 22,916 

当期純利益       

当期変動額合計 340,256 340,256 340,256 

当期末残高 504,890 481,340 481,340 
 

  

株主資本 

純資産合計 
利益剰余金 

株主資本合計 その他利益剰余金 
利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

当期首残高 △97,296 △97,296 208,420 208,420 

当期変動額         

新株の発行     634,680 634,680 

新株予約権の行使     45,833 45,833 

当期純利益 88,925 88,925 88,925 88,925 

当期変動額合計 88,925 88,925 769,439 769,439 

当期末残高 △8,371 △8,371 977,859 977,859 
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④ 【キャッシュ・フロー計算書】 

  

 

                      (単位：千円) 

                    前事業年度 
(自 平成26年３月１日 

 至 平成27年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成27年３月１日 

 至 平成28年２月29日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー     

  税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △154,385 131,820 

  減価償却費 18,904 18,207 

  貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,570 △1,698 

  受取利息 △29 △92 

  支払利息 1,488 656 

  株式交付費 963 2,689 

  固定資産売却益 △418 ― 

  固定資産除却損 1,649 120 

  売上債権の増減額（△は増加） △29,590 △47,356 

  仕入債務の増減額（△は減少） 1,570 △328 

  未払金の増減額（△は減少） 6,692 15,540 

  未払費用の増減額（△は減少） 20,124 7,677 

  その他 3,958 20,908 

  小計 △126,500 148,144 

  利息の受取額 29 92 

  利息の支払額 △1,488 △656 

  法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △13,238 2,629 

  営業活動によるキャッシュ・フロー △141,198 150,210 

投資活動によるキャッシュ・フロー     

  有形固定資産の取得による支出 △14,892 △3,196 

  有形固定資産の売却による収入 1,442 ― 

  無形固定資産の取得による支出 △14,833 △2,996 

  投資有価証券の取得による支出 ― △20,000 

  敷金の差入による支出 △17,170 △3,404 

  敷金の回収による収入 4,800 40 

  その他 100 10 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △40,554 △29,547 

財務活動によるキャッシュ・フロー     

  短期借入れによる収入 ― 30,000 

  短期借入金の返済による支出 ― △30,000 

  長期借入れによる収入 ― 50,000 

  長期借入金の返済による支出 △32,796 △66,268 

  株式の発行による収入 231,203 677,824 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 198,407 661,556 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 16,654 782,218 

現金及び現金同等物の期首残高 58 155,446 

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 ※2  138,734 ― 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  155,446 ※1  937,665 
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【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

  

 

                    (単位：千円) 

                    当第２四半期累計期間 
(自 平成28年３月１日 

 至 平成28年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 114,234 

  減価償却費 9,984 

  貸倒引当金の増減額（△は減少） △302 

  賞与引当金の増減額（△は減少） 16,127 

  受取利息 △4 

  支払利息 170 

  売上債権の増減額（△は増加） 2,291 

  仕入債務の増減額（△は減少） 5,145 

  未払金の増減額（△は減少） △12,915 

  その他の資産の増減額（△は増加） △8,545 

  その他の負債の増減額（△は減少） △1,902 

  小計 124,283 

  利息の受取額 4 

  利息の支払額 △170 

  法人税等の支払額 △13,902 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 110,215 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

  有形固定資産の取得による支出 △5,685 

  無形固定資産の取得による支出 △3,228 

  その他 △213 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △9,126 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

  長期借入金の返済による支出 △53,344 

  財務活動によるキャッシュ・フロー △53,344 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 47,744 

現金及び現金同等物の期首残高 937,665 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  985,410 
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【注記事項】 

(重要な会計方針) 

前事業年度(自 平成26年３月１日 至 平成27年２月28日) 

１  固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   定率法を採用しております。 

   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

     建物附属設備    ８年～18年 

     工具、器具及び備品 ４年～６年 

  
 (2) 無形固定資産 

   定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（主に３年）に基づいており

ます。 

  

２ 繰延資産の処理方法 

  株式交付費 

   支出時に全額費用として処理しております。 

  
３  引当金の計上基準 

  貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

  

４  キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

  

５  その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 
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当事業年度(自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

  その他有価証券 

   時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

  
２  固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   定率法を採用しております。 

   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

     建物附属設備    ８年～18年 

     工具、器具及び備品 ４年～８年 

  
 (2) 無形固定資産 

   定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（主に３年）に基づいており

ます。 

  
３ 繰延資産の処理方法 

  株式交付費 

   支出時に全額費用として処理しております。 

  
４  引当金の計上基準 

  貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

  
５  キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

  
６  その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 
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(未適用の会計基準等) 

前事業年度(自 平成26年３月１日 至 平成27年２月28日) 

該当事項はありません。 

  
当事業年度(自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日) 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日） 

(1) 概要 

繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能

性の判断に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を５つに分類し、当該分類に応じて繰延税金

資産の計上額を見積る枠組みを基本的に踏襲した上で、以下の取扱いについて必要な見直しが行われてお

ります。 

  ①（分類１）から（分類５）に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い 

  ②（分類２）及び（分類３）に係る分類の要件 

  ③（分類２）に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い 

④（分類３）に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関

する取扱い 

  ⑤（分類４）に係る分類の要件を満たす企業が（分類２）又は（分類３）に該当する場合の取扱い 

  
(2) 適用予定日 

  平成30年２月期の期首より適用予定です。 

  
(3) 当該会計基準等の適用による影響 

  財務諸表作成時において、財務諸表に与える影響額は評価中です。 
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(損益計算書関係) 

※１  販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度12％、当事業年度９％、一般管理費に属する費用の

おおよその割合は前事業年度88％。当事業年度91％であります。 

  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

  

※２  一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。 

  

  

※３  固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 

  

  

※４  固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

  

  

 

  
前事業年度 

(自  平成26年３月１日 
至  平成27年２月28日) 

当事業年度 
(自  平成27年３月１日 
至  平成28年２月29日) 

広告宣伝費 42,404千円 26,727千円 

役員報酬 62,940 〃 35,745 〃 

給与手当  88,881 〃 150,133 〃 

法定福利費 16,619 〃 26,116 〃 

採用教育費 45,624 〃 21,808 〃 

地代家賃 26,833 〃 29,137 〃 

支払報酬 44,202 〃 42,017 〃 

業務委託費 39,870 〃 26,830 〃 
 

  
前事業年度 

(自  平成26年３月１日 
至  平成27年２月28日) 

当事業年度 
(自  平成27年３月１日 
至  平成28年２月29日) 

一般管理費 697千円 1,467千円 
 

  
前事業年度 

(自 平成26年３月１日 
至 平成27年２月28日) 

当事業年度 
(自  平成27年３月１日 
至  平成28年２月29日) 

車両運搬具 418千円 ― 
 

  
前事業年度 

(自  平成26年３月１日 
至  平成27年２月28日) 

当事業年度 
(自  平成27年３月１日 
至  平成28年２月29日) 

建物附属設備 601千円 ― 

工具、器具及び備品 ― 120千円 

ソフトウェア 1,048 〃 ― 

計 1,649千円 120千円 
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(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度(自  平成26年３月１日  至  平成27年２月28日） 

１  発行済株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

 普通株式の増加の内訳は、次のとおりであります。 

  旧㈱エルテスとの合併による増加      9,142株 

  第三者割当増資による増加         2,025株  

  新株予約権の行使による増加        2,470株  

  

２  自己株式に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

３  新株予約権等に関する事項 

(注) １．第１回新株予約権の増加は、旧㈱エルテスとの合併に際し、旧㈱エルテスより承継し付与したものでありま

す。 

２．第１回新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。 

  

４  配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 1,000 13,637 － 14,637 
 

内訳 
目的となる 
株式の種類 

目的となる株式の数(株） 当事業 
年度末残高 
（千円） 

当事業 
年度期首 

増加 減少 
当事業 
年度末 

第１回新株予約権 普通株式 － 4,560 2,470 2,090 － 

合計 － 4,560 2,470 2,090 － 
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当事業年度(自  平成27年３月１日  至  平成28年２月29日） 

１  発行済株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

 普通株式の増加の内訳は、次のとおりであります。 

  第三者割当増資による増加         5,289株  

  新株予約権の行使による増加        2,090株  

  

２  自己株式に関する事項 

  該当事項はありません。 

  
３  新株予約権等に関する事項 

(注) １．第１回新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。 

２．第２回新株予約権の増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

３．第３回ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

  

４  配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 14,637 7,379 － 22,016 
 

内訳 
目的となる 
株式の種類 

目的となる株式の数(株） 当事業 
年度末残高 
（千円） 

当事業 
年度期首 

増加 減少 
当事業 
年度末 

第１回新株予約権 普通株式 2,090 － 2,090 － － 

第２回新株予約権 普通株式 － 1,600 － 1,600 － 

第３回ストック・オプショ
ンとしての新株予約権 

普通株式 － － － － － 

合計 2,090 1,600 2,090 1,600 － 
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(キャッシュ・フロー計算書関係) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであ

ります。 

  

  

  
※２ 重要な非資金取引の内容 

前事業年度(自  平成26年３月１日  至  平成27年２月28日） 

当事業年度に合併した旧㈱エルテスより引き継いだ資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。 

  

  
当事業年度(自  平成27年３月１日  至  平成28年２月29日） 

該当事項はありません。 

  

 

  
前事業年度 

(自  平成26年３月１日 
至  平成27年２月28日) 

当事業年度 
(自  平成27年３月１日 
至  平成28年２月29日) 

現金及び預金 155,446千円 937,665千円 

現金及び現金同等物 155,446千円 937,665千円 
 

流動資産 198,534千円 

固定資産  58,382 〃 

 資産合計 256,916千円 

流動負債 84,993千円 

固定負債 69,612 〃 

 負債合計 154,605千円 
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(金融商品関係) 

前事業年度(自 平成26年３月１日 至 平成27年２月28日) 

１ 金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

  当社は、資金計画に基づき、必要な資金を調達しております。資金運用については、短期的な預金等

に限定し、デリバティブ取引は行わない方針であります。 

  
 (2) 金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である受取手形、売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。 

 敷金は、本社オフィス等の賃貸借契約に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。 

 営業債務である買掛金、未払金及び未払費用は３ヶ月以内の支払期日であります。 

 借入金は主に運転資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で５年後でありま

す。 

  
 (3) 金融商品に係るリスク管理体制 

   ① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

当社は、社内規程に従い、取引先の状況を定期的に確認し、取引相手先ごとに財務状況等の悪化

による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。 

   ② 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

当社は、各部門からの報告に基づき担当部門が適時に資金計画を作成及び更新するとともに、手

許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。 

  

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因に織り込んでいるため、異なる前提条件等

を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 

  

２ 金融商品の時価等に関する事項 

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する

ことが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注２)を参照ください。)。 

  

(※１) 売掛金については、対応する貸倒引当金を控除しております。 

(※２) 長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金を含めております。 

  

 

  
貸借対照表計上額 

(千円) 
時価 

(千円) 
差額 

(千円) 

(1) 現金及び預金 155,446 155,446 － 

(2) 受取手形 2,164 2,164 － 

(3) 売掛金 （※１） 72,032 72,032 － 

資産計 229,644 229,644 － 

(1) 買掛金 8,477 8,477 － 

(2) 未払金 27,260 27,260 － 

(3) 未払費用 26,802 26,802 － 

(4) 長期借入金 （※２） 69,612 69,890 278 

負債計 132,151 132,430 278 
 

─ 64 ── 64 ─



(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資  産 

 (1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(3) 売掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

負  債 

 (1）買掛金、(2）未払金、(3）未払費用 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

 (4）長期借入金 

長期借入金の時価は、元利金合計額を、同様な新規借入等を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価

値により算定しております。 

  

(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額 
 （単位：千円） 

(※) 敷金については、市場価格がなく、入居から退去までの実質的な預託期間を算定することは困難であることか

ら、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。 

  

(注３) 金銭債権の決算日後の償還予定額 

  

(注４) 長期借入金の決算日後の返済予定額 

  

 

区分 平成27年２月28日 

    敷金 (※) 28,064 
 

  
１年以内 
(千円) 

１年超 
５年以内 
(千円) 

５年超 
10年以内 
(千円) 

10年超 
(千円) 

現金及び預金 155,446 － － － 

受取手形 2,164 － － － 

売掛金 77,395 － － － 

合計 235,007 － － － 
 

  
１年以内 
(千円) 

１年超 
２年以内 
(千円) 

２年超 
３年以内 
(千円) 

３年超 
４年以内 
(千円) 

４年超 
５年以内 
(千円) 

５年超 
(千円) 

長期借入金 28,436 27,003 8,670 3,451 2,052 － 

合計 28,436 27,003 8,670 3,451 2,052 － 
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当事業年度(自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日) 

１ 金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

 当社は、資金計画に基づき、必要な資金を調達しております。資金運用については、短期的な預金等

に限定し、デリバティブ取引は行わない方針であります。 

  

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

  営業債権である受取手形、売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。 

  投資有価証券は、非上場の株式であり、発行体の信用リスクに晒されております。 

  敷金は、本社オフィス等の賃貸借契約に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。 

  営業債務である買掛金、未払金及び未払費用は３ヶ月以内の支払期日であります。 

  借入金は主に運転資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で５年後でありま

す。 

  

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

  ① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

当社は、社内規程に従い、取引先の状況を定期的に確認し、取引相手先ごとに財務状況等の悪化に

よる回収懸念の早期把握や軽減を図っております。 

  ② 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

当社は、各部門からの報告に基づき担当部門が適時に資金計画を作成及び更新するとともに、手許

流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。 

  

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因に織り込んでいるため、異なる前提条件等を採

用することにより、当該価額が変動することがあります。 

  
２ 金融商品の時価等に関する事項 

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握すること

が極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注２)を参照ください。)。 

  

(※１) 売掛金については、対応する貸倒引当金を控除しております。 

(※２) 長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金を含めております。 
  

 

  
貸借対照表計上額 

(千円) 
時価 

(千円) 
差額 

(千円) 

(1) 現金及び預金 937,665 937,665 ― 

(2) 受取手形 32,498 32,498 ― 

(3) 売掛金 （※１） 104,406 104,406 ― 

資産計 1,074,570 1,074,570 ― 

(1) 買掛金 8,149 8,149 ― 

(2) 未払金 42,166 42,166 ― 

(3) 未払費用 34,479 34,479 ― 

(4) 長期借入金 （※２） 53,344 53,394 50 

負債計 138,138 138,188 50 
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(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資  産 

 (1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(3) 売掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

負  債 

 (1）買掛金、(2）未払金、(3）未払費用 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

 (4）長期借入金 

長期借入金の時価は、元利金合計額を、同様な新規借入等を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価

値により算定しております。 

  
(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額 

 （単位：千円） 

(※１)  投資有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には

含めておりません。 

(※２)  敷金については、市場価格がなく、入居から退去までの実質的な預託期間を算定することは困難であること

から、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。 
  
(注３) 金銭債権の決算日後の償還予定額 

  
(注４) 長期借入金の決算日後の返済予定額 

  

(有価証券関係) 

前事業年度(自  平成26年３月１日  至  平成27年２月28日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自  平成27年３月１日  至  平成28年２月29日） 

その他有価証券 

非上場株式（貸借対照表計上額20,000千円）については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困

難と認められることから、記載を省略しております。 

  

 

区分 平成28年２月29日 

       投資有価証券 (※１) 20,000 

           敷金     (※２) 29,398 
 

  
１年以内 
(千円) 

１年超 
５年以内 
(千円) 

５年超 
10年以内 
(千円) 

10年超 
(千円) 

現金及び預金 937,665 ― ― ― 

受取手形 32,498 ― ― ― 

売掛金 106,995 ― ― ― 

合計 1,077,159 ― ― ― 
 

  
１年以内 
(千円) 

１年超 
２年以内 
(千円) 

２年超 
３年以内 
(千円) 

３年超 
４年以内 
(千円) 

４年超 
５年以内 
(千円) 

５年超 
(千円) 

長期借入金 20,004 9,996 9,996 9,996 3,352 ― 

合計 20,004 9,996 9,996 9,996 3,352 ― 
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(ストック・オプション等関係) 

前事業年度(自  平成26年３月１日  至  平成27年２月28日) 

該当事項はありません。 

  
当事業年度(自  平成27年３月１日  至  平成28年２月29日) 

１．ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名 

  該当事項はありません。 

  

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 (1) ストック・オプションの内容 

(注)  株式数に換算して記載しております。なお、平成28年７月30日付株式分割（１株につき100株の割合）

による分割後の株式数に換算して記載しております。 

  

 (2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

  ①  ストック・オプションの数 

(注)  平成28年７月30日付株式分割（１株につき100株の割合）による分割後の株式数に換算して記載して

おります。 

  

 

決議年月日 平成28年２月15日 

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役３ 当社従業員24 

株式の種類及び付与数(株) 普通株式58,500 

付与日 平成28年２月29日 

権利確定条件 
「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 （２）新株予約
権等の状況」に記載のとおりであります。 

対象勤務期間 対象期間の定めはありません。 

権利行使期間 平成30年３月１日～平成38年２月14日 
 

決議年月日 平成28年２月15日 

権利確定前(株)   

  前事業年度末 － 

  付与 58,500 

  失効 500 

  権利確定 － 

  未確定残 58,000 

権利確定後(株)   

  前事業年度末 － 

  権利確定 － 

  権利行使 － 

  失効 － 

  未行使残 － 
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   ②  単価情報 

(注)  平成28年７月30日付株式分割（１株につき100株の割合）による分割後の株式数に換算して記載して

おります。 

  

３．当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

ストック・オプションの付与時点において、当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公

正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源

的価値の見積方法は、当社株式の評価額から権利行使価格を控除する方法で算定しており、当社株式の評

価方法は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算

出した価格を総合的に勘案して決定しております。 

  
４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており

ます。 

  
５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的

価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源

的価値の合計額  

  (1) 当事業年度末における本源的価値の合計額         － 千円 

  (2) 当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額   － 千円 

  

 

決議年月日 平成28年２月15日 

権利行使価格(円) 1,200 

行使時平均株価(円) － 

付与日における公正な評価単価(円) － 
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(税効果会計関係) 

前事業年度(平成27年２月28日) 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

  

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

   税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。 

  

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法津第10号）が平成26年３月31日に公布され、平成

26年４月１日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。また、当事

業年度中に資本金が１億円超となり、外形標準課税が適用されることとなりました。これに伴い、繰延

税金資産の計算に使用する法定実効税率は、平成27年３月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる

一時差異については、従来の39.4％から35.6％となっております。 

この税率変更により繰延税金資産の金額は4,276千円減少し、法人税等調整額が同額増加しておりま

す。 

  
４．決算日後の法人税等の税率変更 

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始する事業年度

から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産の計算に使用する法

定実効税率は従来の35.6％から平成28年３月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異につい

ては33.1％に、平成29年３月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、

32.3％となります。 

なお、この税率変更による影響は軽微であります。 

  

 

繰延税金資産   
 繰越欠損金 40,554千円 

 未払事業税 513 〃 

 未払賞与 2,921 〃 

 貸倒引当金  2,408 〃 

 減価償却超過額 10,763 〃 

 その他 4,042 〃 

繰延税金資産小計 61,204千円 

評価性引当額 △20,990 〃 

繰延税金資産合計 40,214千円 
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当事業年度(平成28年２月29日) 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

  

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

  

  

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正 

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始する事業年度

から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産の計算に使用する法

定実効税率は従来の35.6％から平成28年３月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異につい

ては33.1％に、平成29年３月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、

32.3％となっております。 

なお、この税率変更による影響は軽微であります。 

  

４．決算日後の法人税等の税率変更 

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の

法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月31日に公布され、平成28年４月１日以後に開始する事業年

度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産の計算に使用する法定実効

税率は従来の32.3％から平成29年３月１日に開始する事業年度及び平成30年３月１日に開始する事業年度

に解消が見込まれる一時差異については30.9％に、平成31年３月１日に開始する事業年度以降に解消が見

込まれる一時差異については、30.6％となります。 

なお、この税率変更による影響は軽微であります。 

  

 

繰延税金資産   
 未払事業税 1,609千円 

 未払賞与 3,494 〃 

 貸倒引当金 1,663 〃 

 減価償却超過額 9,862 〃 

 その他 5,607 〃 

繰延税金資産小計 22,235千円 

評価性引当額 △10,875 〃 

繰延税金資産合計 11,360千円 
 

法定実効税率 35.6％ 

（調整）   
交際費等永久に損金に算入されない項目 2.3％ 

住民税均等割 0.8％ 

評価性引当額増減 △7.7％ 

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 0.7％ 

その他 0.8％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.5％ 
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(企業結合等関係) 

前事業年度(自  平成26年３月１日  至  平成27年２月28日） 

共通支配下の取引等 

当社は平成26年３月１日付で、環境の変化に対応し得る体制の確立に向け、経営基盤の強化による経営

効率の向上を図ることを目的として、関係会社である旧㈱エルテスと合併いたしました。合併に関する事

項の概要は以下のとおりであります。 

 １．取引の概要 

  (1) 対象となった事業の名称及びその事業の内容 

   結合企業（存続会社） 

    エヌアールピー㈱ 

    （事業内容：インターネットを利用した各種情報サービス） 

   被結合企業（消滅会社） 

    旧㈱エルテス 

    （事業内容：インターネットを利用した各種情報サービス） 

  (2) 企業結合の法的形式     

    旧㈱エルテスを消滅会社、エヌアールピー㈱を存続会社とする吸収合併。 

  (3) 結合後企業の名称 

    ㈱エルテス 

    （存続会社エヌアールピー㈱は平成26年３月１日に商号変更いたしました。） 

 ２．実施した会計処理の概要 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）に基

づき、共通支配下の取引として処理しております。 

  
当事業年度(自  平成27年３月１日  至  平成28年２月29日） 

該当事項はありません。 
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

前事業年度(自  平成26年３月１日  至  平成27年２月28日） 

当社はソーシャルリスク事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

当事業年度(自  平成27年３月１日  至  平成28年２月29日) 

当社はソーシャルリスク事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

【関連情報】 

前事業年度(自  平成26年３月１日  至  平成27年２月28日） 

１ 製品及びサービスごとの情報 

（単位：千円） 

  

２ 地域ごとの情報 

 (1) 売上高 

  本邦以外の外部顧客への売上がないため、該当事項はありません。 

  

 (2) 有形固定資産 

  本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３ 主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま

せん。 

  

当事業年度(自  平成27年３月１日  至  平成28年２月29日) 

１ 製品及びサービスごとの情報 

（単位：千円） 

  

２ 地域ごとの情報 

 (1) 売上高 

  本邦以外の外部顧客への売上がないため、該当事項はありません。 

  

 (2) 有形固定資産 

  本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３ 主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま

せん。 

  

 

  
ソーシャルリス
クコンサルティ
ングサービス 

ソーシャルリス
クモニタリング

サービス 
その他 合計 

外部顧客への売上高 525,992 119,155 3,971 649,119 
 

  
ソーシャルリス
クコンサルティ
ングサービス 

ソーシャルリス
クモニタリング

サービス 
その他 合計 

外部顧客への売上高 652,998 290,308 17,079 960,386 
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

前事業年度(自  平成26年３月１日  至  平成27年２月28日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自  平成27年３月１日  至  平成28年２月29日) 

該当事項はありません。 

  

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

前事業年度(自  平成26年３月１日  至  平成27年２月28日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自  平成27年３月１日  至  平成28年２月29日) 

該当事項はありません。 

  

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

前事業年度(自  平成26年３月１日  至  平成27年２月28日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自  平成27年３月１日  至  平成28年２月29日) 

該当事項はありません。 
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【関連当事者情報】 

前事業年度(自  平成26年３月１日  至  平成27年２月28日) 

１  関連当事者との取引 

 財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

  財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等 

  

(注)  １．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

 ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

※１．銀行借入に対する債務被保証の取引金額は、期末借入金残高を記載しております。なお、保証料等の

支払いは行っておりません。 

※２．不動産賃貸借契約の債務被保証の取引金額は、年間賃借料を記載しております。なお、保証料等の支

払いは行っておりません。 

※３．当社と旧㈱エルテスとの合併による株式の交付であり、同取引は第三者算定機関による合併比率（旧

㈱エルテスの普通株式１株に対して当社の普通株式22.8株）に基づいております。 

  

２  親会社又は重要な関連会社に関する注記 

 該当事項はありません。 

  

 

種類 

会社等 

の名称 

又は氏名 

所在地 

資本金又 

は出資金 

(千円) 

事業の内容

又は職業 

議決権等 

の所有 

(被所有) 

割合(％) 

関連当事者

との関係 
取引の内容 

取引 

金額 

(千円) 

科目 

期末 

残高 

(千円) 

役員 菅原 貴弘 － － 

代表 

取締役 

社長 

（被所有）

直接50.6 

債務 

被保証 

当社銀行借入に

対する 

債務被保証 

※１ 

69,612 － － 

当社不動産 

賃貸借契約の 

債務被保証 

※２ 

51,418 － － 

株式の 

交付 

合併に伴う 

株式の交付 

※３ 

71,694  －  － 

 

─ 75 ── 75 ─



当事業年度(自  平成27年３月１日  至  平成28年２月29日) 

１  関連当事者との取引 

 財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

  財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等 

  

(注)  １．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

 ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

※１．銀行借入に対する債務被保証の取引金額は、期末借入金残高を記載しております。なお、保証料等の

支払いは行っておりません。 

※２．不動産賃貸借契約の債務被保証の取引金額は、年間賃借料を記載しております。なお、保証料等の支

払いは行っておりません。 

※３．平成26年１月31日の臨時株主総会決議に基づき付与された、第１回新株予約権の行使であります。 

※４．当社が行った第三者割当増資を1株120,000円で引き受けたものであります。 

 ３．㈱ＴＳパートナーズは、当社役員の菅原貴弘が議決権の100％を直接保有しております。 

  

２  親会社又は重要な関連会社に関する注記 

  該当事項はありません。 

  

 

種類 
会社等の 
名称 

又は氏名 
所在地 

資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 
(被所有) 
割合(％) 

関連当事者
との関係 

取引の内容 
取引 
金額 
(千円) 

科目 
期末 
残高 
(千円) 

役員 菅原 貴弘 － － 

代表 

取締役 

社長 

（被所有）

直接33.5 

間接 4.3

債務 

被保証 

当社銀行借入に 

対する 

債務被保証 

※１ 

53,344 － － 

当社不動産 

賃貸借契約の 

債務被保証 

※２ 

38,561 － － 

役員が

議決権

の過半

数を所

有して

いる会

社等 

㈱ＴＳパート

ナーズ 

(注) ３ 

東京都 

港区 
6,000 資産管理 

（被所有）

直接 4.3 

役員の 

兼任 

新株予約権 

の行使 

※３ 

15,131 － － 

増資の引受 

※４ 
99,960 － － 
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(１株当たり情報) 

  

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額については、新株予約権の残高は

ありますが、当社株式は非上場であるため期中平均株価を把握できませんので記載しておりません。 

２．当社は、平成28年７月30日を効力発生日として、普通株式１株を100株に分割し、１単元の株式の数を100株

とする単元株制度を採用しております。これに伴い、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し

て、１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額を算定しております。 

３．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

４．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 

  
前事業年度 

(自  平成26年３月１日 
至  平成27年２月28日) 

当事業年度 
(自  平成27年３月１日 
至  平成28年２月29日) 

１株当たり純資産額 142.39円 444.16円 

１株当たり当期純利益金額又は 
１株当たり当期純損失金額（△） 

△100.80円 47.92円 
 

項目 
前事業年度 

(自  平成26年３月１日 
至  平成27年２月28日) 

当事業年度 
(自  平成27年３月１日 
至  平成28年２月29日) 

１株当たり当期純利益金額又は 
１株当たり当期純損失金額 

    

  当期純利益金額又は当期純損失金額（△）(千円) △118,662 88,925 

  普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

  普通株式に係る当期純利益金額又は 
 当期純損失金額（△）(千円) 

△118,662 88,925 

  普通株式の期中平均株式数(株) 1,177,173 1,855,785 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の
概要 

新株予約権１種類（新株予
約権の数2,090個） 

新株予約権２種類（新株予
約権の数2,185個） 

 

項目 
前事業年度 

(平成27年２月28日) 
当事業年度 

(平成28年２月29日) 

純資産の部の合計額(千円) 208,420 977,859 

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) － － 

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 208,420 977,859 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株
式の数(株) 

1,463,700 2,201,600 
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(重要な後発事象) 

(株式分割及び単元株制度の採用) 

当社は、平成28年７月６日開催の取締役会決議に基づき、平成28年７月30日付で株式分割を行っておりま

す。 

また、平成28年７月29日開催の臨時株主総会の決議に基づき定款の一部を変更し、単元株制度を採用して

おります。 

  
 １．株式分割及び単元株制度採用の目的 

株式分割は、分割により当社株式の投資単位を引下げるとともに流動性を高めることを目的としており

ます。また、単元株制度は、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程第205条第９号の規定に基

づき、単元株式数を100株とする単元株制度を採用いたしました。 

  
 ２．分割の割合及び時期 

平成28年７月29日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株

式を１株につき100株の割合をもって分割いたしました。また、株式分割及び単元株の効力発生日は平成28

年７月30日であります。 

  
 ３．分割により増加する株式数 

   株式分割前の発行済株式数      22,016株 

   今回の分割により増加する株式数   2,179,584株 

   株式分割後の発行済株式総数     2,201,600株 

   株式分割後の発行可能株式総数    8,800,000株 

  
 ４．１株当たり情報に及ぼす影響 

   当該分割による１株当たり情報に与える影響は「１株当たり情報」の注記をご参照ください 

  
(本社の移転について) 

当社は、平成28年９月14日開催の取締役会において、本社を移転することを決議致しました。本社移転の

概要につきましては、以下のとおりであります。 

 １．新本社所在地 

東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 霞が関ビルディング６階 

 ２．移転時期 

平成29年２月予定 

 ３．移転目的 

今後の成長を見据え、人員増加に対応するとともに、より高度なセキュリティや業務継続性といったオ

フィス機能を強化し、ワンフロア化によりさらなる業務効率化を図り、営業活動促進や人材採用面での優

位性確保のため、より優れた立地へ本店を移転するものであります。 

 ４．業績に与える影響 

本社移転に伴う平成29年２月期の当社業績への影響は現在算定中であります。 

  

 

─ 78 ── 78 ─



【注記事項】 

(会計方針の変更等) 

  

(四半期損益計算書関係) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 

  

  

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の

とおりであります。 

  

  
(セグメント情報等) 

  【セグメント情報】 

当社の事業は、ソーシャルリスク事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

 

当第２四半期累計期間 
(自  平成28年３月１日  至  平成28年８月31日) 

(会計方針の変更) 

(企業結合に関する会計基準等の適用) 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会

計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月

13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を第１四半期会計期間から適用し、取得関連費

用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第１四半期会計期

間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額

の見直しを企業結合日の属する四半期会計期間の四半期財務諸表に反映させる方法に変更してお

ります。 

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)及び事業分離等会計

基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期会計期間の期首時点から

将来にわたって適用しております。 

なお、この変更による四半期財務諸表に与える影響はありません。 

  

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用) 

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取

扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期会計期間から適用し、平成28年

４月１日以後に取得する建物附属設備に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しておりま

す。 

なお、この変更による四半期財務諸表に与える影響はありません。 
 

  
当第２四半期累計期間 
(自 平成28年３月１日 
 至 平成28年８月31日) 

役員報酬 28,550千円  

給与手当 84,716 〃 

賞与引当金繰入額 9,376 〃 
 

  
当第２四半期累計期間 
(自 平成28年３月１日 
 至 平成28年８月31日) 

現金及び預金 985,410千円 

現金及び現金同等物 985,410千円 
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(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

(注) １．当社は、平成28年７月30日を効力発生日として、普通株式１株を100株に分割し、１単元の株式の数

を100株とする単元株制度を採用しております。これに伴い、当事業年度の期首に当該株式分割が行

われたと仮定して、１株当たり四半期純利益金額を算定しております。 

２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、新株予約権の残高がありますが、当社株式

は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。 

  
  

(重要な後発事象) 

 (本社の移転について) 

当社は、平成28年９月14日開催の取締役会において、本社を移転することを決議致しました。本社移転の

概要につきましては、以下のとおりであります。 

     １．新本社所在地 

       東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 霞が関ビルディング６階 

     ２．移転時期 

       平成29年２月予定 

     ３．移転目的 

 今後の成長を見据え、人員増加に対応するとともに、より高度なセキュリティや業務継続性といったオ

フィス機能を強化し、ワンフロア化によりさらなる業務効率化を図り、営業活動促進や人材採用面での優

位性確保のため、より優れた立地へ本店を移転するものであります。 

     ４．業績に与える影響 

 本社移転に伴う平成29年２月期の当社業績への影響は現在算定中であります。 

  

 

項目 
当第２四半期累計期間 

(自  平成28年３月１日 
至  平成28年８月31日) 

１株当たり四半期純利益金額 32円45銭 

(算定上の基礎)   

  四半期純利益金額(千円) 71,448  

  普通株主に帰属しない金額(千円) ― 

  普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 71,448 

  普通株式の期中平均株式数(株) 2,201,600 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
事業年度末から重要な変動があったものの概要 

― 
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⑤ 【附属明細表】(平成28年２月29日現在) 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

  

【債券】 

     該当事項はありません。 

  
【その他】 

     該当事項はありません。 

  
【有形固定資産等明細表】 

  

  

 

  銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(千円) 

投資 
有価証券 

その他 
有価証券 

ＳＡＴＯＲＩ㈱ 2,000 20,000 

小計 2,000 20,000 

計 2,000 20,000 
 

資産の種類 
当期首残高 
(千円) 

当期増加額
(千円) 

当期減少額
(千円) 

当期末残高
(千円) 

当期末減価 
償却累計額 
又は償却累 
計額(千円) 

当期償却額 
(千円) 

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産               

  建物附属設備 25,370 1,739 ― 27,110 10,116 2,966 16,994 

  工具、器具及び備品 13,083 1,356 6,098 8,341 4,365 2,291 3,976 

有形固定資産計 38,453 3,096 6,098 35,452 14,481 5,257 20,970 

無形固定資産               

  ソフトウエア 26,700 8,590 3,812 31,478 18,250 10,919 13,228 

  その他 6,896 ― 6,837 59 ― ― 59 

無形固定資産計 33,597 8,590 10,649 31,538 18,250 10,919 13,287 

長期前払費用 2,303 3,007 1,035 4,275 ― ― 4,275 
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【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

  
【借入金等明細表】 

  

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総

額 
  

  

【引当金明細表】 

  

(注)  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。 

  

【資産除去債務明細表】 

該当事項はありません。 

  

 

区分 
当期首残高 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

平均利率 
(％) 

返済期限 

１年以内に返済予定の長期借入金 28,436 20,004 1.0 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く) 

41,176 33,340 0.6 
平成29年３月25日～ 
平成32年６月25日 

合計 69,612 53,344 ― ― 
 

区分 
１年超２年以内 

(千円) 
２年超３年以内 

(千円) 
３年超４年以内 

(千円) 
４年超５年以内 

(千円) 

長期借入金 9,996 9,996 9,996 3,352 
 

区分 
当期首残高 
(千円) 

当期増加額 
(千円) 

当期減少額 
(目的使用) 
(千円) 

当期減少額 
(その他) 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

貸倒引当金 7,083 3,556 2,532 2,722 5,384 
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(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成28年２月29日現在) 

①  現金及び預金 

  

  

②  受取手形 

相手先別内訳 

  

  

期日別内訳 

  

  

 

区分 金額(千円) 

現金 209 

預金   

  普通預金 937,455 

合計 937,665 
 

相手先 金額(千円) 

㈱電通 17,247 

㈱電通パブリックリレーションズ 7,704 

日本事務器㈱ 7,200 

㈱アサツー ディ・ケイ 345 

合計 32,498 
 

期日 金額(千円) 

平成28年３月満期 13,141 

    ４月満期 12,486 

    ５月満期 4,733 

    ６月満期 2,136 

合計 32,498 
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③  売掛金 

相手先別内訳 

  

  

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

  

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

  

④  買掛金 

  

  

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

 

相手先 金額(千円) 

㈱電通パブリックリレーションズ 5,196 

㈱電通 4,548 

Ｋ＆Ｄコンサルティング㈱ 2,754 

エデルマン・ジャパン㈱ 2,073 

日本コーンスターチ㈱ 1,954 

その他 90,468 

合計 106,995 
 

当期首残高(千円) 
  

(Ａ) 

当期発生高(千円) 
  

(Ｂ) 

当期回収高(千円)
  

(Ｃ) 

当期末残高(千円)
  

(Ｄ) 

回収率(％) 
  

(Ｃ) 
×100 

(Ａ)＋(Ｂ) 

滞留期間(日) 
(Ａ)＋(Ｄ)

２ 
(Ｂ) 
366 

 

77,395 1,021,187 991,588 106,995 90.3 33 
 

相手先 金額(千円) 

㈱ジーニアス 1,903 

㈱えきな 1,448 

㈱Ｆａｂｅｒ Ｃｏｍｐａｎｙ 1,053 

グーラン㈱ 972 

鈴木高洋 533 

その他 2,237 

合計 8,149 
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

  

(注) １ 当社株式は、株式会社東京証券取引所への上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第1項に規

定する振替株式となることから、該当事項は無くなる予定です。 

２ 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することが出来ない

旨、定款に定めております。 

（１）会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

（２）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 

（３）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当を受ける権利 

  

 

事業年度 毎年３月１日から翌年２月末日まで 

定時株主総会 毎事業年度末日から３ヶ月以内 

基準日 毎年２月末日 

株券の種類 ― 

剰余金の配当の基準日 毎年８月31日、毎年２月末日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え(注)１   

    取扱場所 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 東京証券代行株式会社 本店 

    株主名簿管理人 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 東京証券代行株式会社 

    取次所 東京証券代行株式会社 各取次所 

    名義書換手数料 無料 

    新券交付手数料 ― 

単元未満株式の買取り   

    取扱場所 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 東京証券代行株式会社 本店 

    株主名簿管理人 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 東京証券代行株式会社 

    取次所 ― 

    買取手数料 無料 

公告掲載方法 

当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって
電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載す
る方法とする。 
公告掲載ＵＲＬ https://eltes.co.jp/ 

株主に対する特典 該当事項はありません 
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第７ 【提出会社の参考情報】 

  

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

  当社には、親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

該当事項はありません。 
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第四部 【株式公開情報】 

  

第１ 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】 

  

 

移動 
年月日 

移動前 
所有者の 
氏名又は 
名称 

移動前 
所有者 
の住所 

移動前 
所有者の 
提出会社 
との関係等

移動後 
所有者の
氏名又は
名称 

移動後 
所有者
の住所 

移動後 
所有者の 
提出会社 

との関係等

移動 
株数 
(株) 

価格 
(単価) 
(円) 

移動理由 

平成26年
６月30日 

菅原貴弘 東京都 
港区 

特別利害 
関係者等 
（大株主 
上位10名）
（当社の代
表取締役）

松林篤樹 東京都 
港区 

― 200 11,614,000 
（58,070） 

(注)５ 

所有者の 
事情による
（新株予約
権の移動） 

平成26年
９月26日 

― ― ― 松林篤樹 東京都 
港区 

特別利害 
関係者等 
（大株主 

上位10名）
（当社の 
取締役） 

200 4,386,000 
（21,930） 

(注)６ 

新株予約権
の権利行使 

平成26年
10月23日 

菅原貴弘 東京都 
港区 

特別利害 
関係者等 
（大株主 
上位10名）
（当社の代
表取締役）

㈱TSパート
ナーズ 

代表取締役
菅原貴弘 

東京都 
港区新橋
5-4-2-
1401 

特別利害 
関係者等 

（役員等に
より総株主
の議決権の
過半数が所
有されてい
る会社） 

1,000 58,070,000 
（58,070） 

(注)５ 

所有者の 
事情による
（新株予約
権の移動） 

平成26年
10月23日 

菅原貴弘 同上 同上 高木健美 埼玉県 
上尾市 

― 25 1,451,750 
（58,070） 

(注)５ 

事業上の 
関係強化 
のため 

（新株予約
権の移動） 

平成26年
10月23日 

菅原貴弘 同上 同上 川﨑史顯 東京都 
品川区 

― 60 3,484,200 
（58,070） 

(注)５ 

同上 

平成26年
10月23日 

菅原貴弘 同上 同上 江口夏郎 東京都 
千代田区

― 125 7,258,750 
（58,070） 

(注)５ 

同上 

平成26年
10月23日 

菅原貴弘 同上 同上 高橋宜治 埼玉県 
さいた
ま市 

浦和区 

特別利害 
関係者等 
（当社の 
監査役） 

50 2,903,500 
（58,070） 

(注)５ 

当社の資本
政策による
（新株予約
権の移動） 

平成26年
10月23日 

菅原貴弘 同上 同上 本橋広行 埼玉県 
戸田市 

特別利害 
関係者等 
（当社の 
監査役） 

50 2,903,500 
（58,070） 

(注)５ 

同上 

平成26年
10月31日 

― ― ― 川﨑史顯 東京都 
品川区 

特別利害 
関係者等 

（大株主上
位10名） 

60 1,315,800 
（21,930） 

(注)６ 

新株予約権
の権利行使 

平成26年
10月31日 

― ― ― 高橋宜治 埼玉県 
さいた
ま市浦
和区 

特別利害 
関係者等 
（当社の 
監査役） 

50 1,096,500 
（21,930） 

(注)６ 

同上 

平成26年
11月６日 

― ― ― 江口夏郎 東京都 
千代田区

特別利害 
関係者等 

（大株主上
位10名） 

125 2,741,250 
（21,930） 

(注)６ 

同上 

平成26年
11月12日 

― ― ― 本橋広行 埼玉県 
戸田市 

特別利害 
関係者等 
（当社の 
監査役） 

50 1,096,500 
（21,930） 

(注)６ 

同上 
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移動 
年月日 

移動前 
所有者の 
氏名又は 
名称 

移動前 
所有者 
の住所 

移動前 
所有者の 
提出会社 
との関係等

移動後 
所有者の
氏名又は
名称 

移動後 
所有者
の住所 

移動後 
所有者の 
提出会社 

との関係等

移動 
株数 
(株) 

価格 
(単価) 
(円) 

移動理由 

平成26年
11月14日 

菅原貴弘 東京都
港区 

特別利害 
関係者等 
（大株主 
上位10名）
（当社の代
表取締役）

㈱ぱど 
代表 

取締役 
倉橋泰 

  

東京都 
品川区 
上大崎 
2-13-17 

― 50 3,903,500 
（78,070） 

(注)５ 

事業上の 
関係強化 
のため 
（新株予約
権の移動） 

平成26年
11月14日 

菅原貴弘 同上 同上 野田勝憲 東京都 
世田谷区

― 100 7,807,000 
（78,070） 

(注)５ 

同上 

平成26年
11月14日 

菅原貴弘 同上 同上 澤田貴司 東京都 
世田谷区

― 30 2,342,100 
（78,070） 

(注)５ 

同上 

平成26年
11月14日 

菅原貴弘 同上 同上 木村純 東京都 
中野区 

― 100 7,807,000 
（78,070） 

(注)５ 

同上 

平成26年
11月14日 

菅原貴弘 同上 同上 飯嶋庸夫 東京都 
千代田区

― 100 7,807,000 
（78,070） 

(注)５ 

同上 

平成26年
11月14日 

菅原貴弘 同上 同上 寒川良作 東京都 
港区 

― 50 3,903,500 
（78,070） 

(注)５ 

同上 

平成26年
11月14日 

菅原貴弘 同上 同上 インター 
ウォーズ㈱
代表取締役
吉井信隆 

東京都 
中央区 
銀座 

6-13-16

― 30 2,342,100 
（78,070） 

(注)５ 

同上 

平成26年
11月14日 

菅原貴弘 同上 同上 山本邦彦 新潟県 
胎内市 

― 50 3,903,500 
（78,070） 

(注)５ 

同上 

平成26年
11月14日 

菅原貴弘 同上 同上 鎌田正彦 東京都 
港区 

― 100 7,807,000 
（78,070） 

(注)５ 

同上 

平成26年
11月14日 

菅原貴弘 同上 同上 倉橋泰 東京都 
品川区 

― 50 3,903,500 
（78,070） 

(注)５ 

同上 

平成26年
11月14日 

菅原貴弘 同上 同上 七海秀之 埼玉県 
朝霞市 

― 50 3,903,500 
（78,070） 

(注)５ 

同上 

平成27年
１月６日 

― ― ― ㈱TSパート
ナーズ 

代表取締役
菅原貴弘 

東京都 
港区新橋
5-4-2-
1401 

特別利害 
関係者等 

（役員等に
より総株主
の議決権の
過半数が所
有されてい
る会社） 

100 2,193,000 
(21,930) 
(注)６ 

新株予約権
の権利行使 

  

平成27年
１月13日 

㈱TSパート
ナーズ  

代表取締役 
菅原貴弘 

東京都港
区新橋 
5-4-2-
1401 

特別利害 
関係者等 
（役員等に
より総株主
の議決権の
過半数が所
有されてい
る会社） 

ブルースト
ーンキャピ
タル㈱ 

代表取締役
菅下清廣 

東京都 
港区 
海岸 
1-2-3 

― 50 5,000,000 
(100,000) 

(注)５ 

事業上の 
関係強化の

ため 

平成27年
１月13日 

㈱TSパート
ナーズ  

代表取締役 
菅原貴弘 

同上 

  
同上 

  
  

菅下清廣 神奈川県
横浜市 
青葉区 

― 50 5,000,000 
(100,000) 

(注)５ 

同上 
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移動 
年月日 

移動前 
所有者の 
氏名又は 
名称 

移動前 
所有者 
の住所 

移動前 
所有者の 
提出会社 
との関係等

移動後 
所有者の
氏名又は
名称 

移動後 
所有者
の住所 

移動後 
所有者の 
提出会社 

との関係等

移動
株数
(株)

価格 
(単価) 
(円) 

移動理由 

平成27年
１月15日 

菅原貴弘 東京都
港区 

特別利害 
関係者等 
（大株主 
上位10名） 
（当社の代 
表取締役） 

宮前幸央 シンガ 
ポール国

― 1,000 78,070,000 
（78,070） 

(注)５ 

事業上の 
関係強化 
のため 

（新株予約
権の移動） 

平成27年
１月31日 

菅原貴弘 同上 同上 横田誠 埼玉県 
さいたま
市南区 

― 50 3,903,500 
（78,070） 

(注)５ 

同上 

平成27年
２月24日 

菅原貴弘 同上 同上 清水剛 東京都 
目黒区 

― 50 3,903,500 
（78,070） 

(注)５ 

同上 
  

平成27年
２月24日 

菅原貴弘 同上 同上 ㈱ティ・エ
イチ・ワン
代表取締役
廣岡哲也 

東京都
豊島区
目白 

3-10-4 

― 50 3,903,500 
（78,070） 

(注)５ 

同上 

平成27年
２月24日 

菅原貴弘 同上 同上 武永修一 東京都
港区 

― 30 2,342,100 
（78,070） 

(注)５ 

同上 

平成27年
２月25日 

― ― ― 宮前幸央 シンガ 
ポール国

特別利害 
関係者等 

（大株主上
位10名） 

1,000 21,930,000 
（21,930） 

(注)６ 

新株予約権
の権利行使 

平成27年
２月27日 

菅原貴弘 東京都
港区 

特別利害 
関係者等 
（大株主 
上位10名） 
（当社の代 
表取締役） 

紺野祐樹 東京都 
港区 

当社 
従業員 

50 3,903,500 
（78,070） 

(注)５ 

当社の資本
政策による
（新株予約
権の移動） 

平成27年
２月27日 

菅原貴弘 同上 同上 五十嵐 
洋次 

東京都 
西東京市

当社 
従業員 

30 2,342,100 
（78,070） 

(注)５ 

同上 

平成27年
２月27日 

菅原貴弘 同上 同上 水野雄太 東京都 
千代田区

― 50 3,903,500 
（78,070） 

(注)５ 

事業上の 
関係強化 
のため 

（新株予約
権の移動） 

平成27年
２月27日 

菅原貴弘 同上 同上 松木悠宣 東京都 
千代田区

― 150 11,710,500 
（78,070） 

(注)５ 

同上 
  

平成27年
２月27日 

菅原貴弘 同上 同上 西江肇司 東京都
渋谷区 

― 100 7,807,000 
（78,070） 

(注)５ 

同上 
  

平成27年
３月10日 

菅原貴弘 同上 同上 ㈱アドベン
チャー 

代表取締役
中村俊一 

東京都 
港区 

白金台 
2-26-10 
  

― 500 39,035,000 
（78,070） 

(注)５ 

同上 

平成27年
３月10日 

― ― ― ㈱アドベン
チャー 

代表取締役
中村俊一 

東京都 
港区 

白金台 
2-26-10 

特別利害 
関係者等 

（大株主上
位10名） 

500 10,965,000 
（21,930） 

(注)６ 

新株予約権
の権利行使 

平成27年
３月10日 

― ― ― ㈱TSパート
ナーズ 

代表取締役
菅原貴弘 

東京都 
港区新橋
5-4-2-
1401 

特別利害 
関係者等 

（役員等に
より総株主
の議決権の
過半数が所
有されてい
る会社） 

50 1,096,500 
(21,930) 
(注)６ 

同上 
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移動 
年月日 

移動前 
所有者の 
氏名又は 
名称 

移動前 
所有者 
の住所 

移動前 
所有者の 
提出会社 
との関係等

移動後 
所有者の氏
名又は名称

移動後 
所有者
の住所 

移動後 
所有者の 
提出会社 

との関係等

移動 
株数 
(株) 

価格 
(単価) 
(円) 

移動理由 

平成27年

３月11日 

菅原貴弘 東京都

港区 

特別利害 

関係者等 

（大株主 

上位10名）

（当社の代

表取締役）

八木 

理恵子 

中華人

民共和

国香港

特別行

政区 

― 200 15,614,000 

（78,070） 

(注)５ 

事業上の 

関係強化 

のため 

（新株予約

権の移動） 

平成27年

３月11日 

菅原貴弘 同上 同上 ㈱ターン・

アラウン

ド・マネジ

メント 

代表取締役

加藤智治 

大阪府

豊中市

緑丘 

1-4-7 

― 80 6,245,600 

（78,070） 

(注)５ 

同上 

平成27年

３月11日 

㈱TSパート

ナーズ  

代表取締役 

菅原貴弘 

東京都 

港区新橋 

5-4-2-

1401 

特別利害 

関係者等 

（役員等に

より総株主

の議決権の

過半数が所

有されてい

る会社） 

㈱ターン・

アラウン

ド・マネジ

メント 

代表取締役

加藤智治 

同上 ― 40 3,122,800 

（78,070） 

(注)５ 

同上 

平成27年

３月11日 

㈱TSパート

ナーズ  

代表取締役 

菅原貴弘 

同上 同上 森山博暢 東京都 

世田谷区

― 120 9,368,400 

（78,070） 

(注)５ 

同上 

平成27年

３月20日 

㈱TSパート

ナーズ  

代表取締役 

菅原貴弘 

同上 同上 清水秀雄 新潟県 

新潟市

西区 

― 50 3,903,500 

（78,070） 

(注)５ 

同上 

平成27年

３月27日 

㈱TSパート

ナーズ  

代表取締役 

菅原貴弘 

同上 同上 エルテス 

社員持株会

理事長 

安達亮介 

東京都 

港区 

新橋 

5-14-10 

当社 
社員持株会

50 5,000,000 

(100,000) 

(注)５ 

当社の資本

政策による 

平成27年

４月２日 

― ― ― ㈱TSパート

ナーズ 

代表取締役

菅原貴弘 

東京都 

港区新橋

5-4-2-

1401 

特別利害 

関係者等 

（役員等に

より総株主

の議決権の

過半数が所

有されてい

る会社） 

  

  

  

  

640 14,035,200 

(21,930) 

(注)６ 

新株予約権

の権利行使 

平成27年

４月６日 

㈱TSパート

ナーズ  

代表取締役 

菅原貴弘 

東京都 

港区新橋 

5-4-2-

1401 

特別利害 

関係者等 

（役員等に

より総株主

の議決権の

過半数が所

有されてい

る会社） 

佐護勝紀 東京都 

港区 

― 416 49,920,000 

(120,000) 

(注)５ 

事業上の 

関係強化の

ため 

平成27年

４月８日 

㈱TSパート

ナーズ  

代表取締役 

菅原貴弘 

同上 同上 中村隆夫 東京都 

渋谷区 

当社顧問

弁護士 

5 600,000 

(120,000) 

(注)５ 

同上 
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移動 
年月日 

移動前 
所有者の 
氏名又は 
名称 

移動前 
所有者 
の住所 

移動前 
所有者の 
提出会社 
との関係等

移動後 
所有者の
氏名又は
名称 

移動後 
所有者
の住所 

移動後 
所有者の 
提出会社 

との関係等

移動 
株数 
(株) 

価格 
(単価) 
(円) 

移動理由 

平成27年
５月１日 

㈱TSパート
ナーズ  

代表取締役 
菅原貴弘 

東京都 
港区新橋 
5-4-2-
1401 

  

特別利害 
関係者等 
（役員等に
より総株主
の議決権の
過半数が所
有されてい
る会社） 

奥山成美 東京都 
墨田区 

特別利害 
関係者等
（当社の
監査役） 

10 1,200,000 
(120,000) 

(注)５ 

当社の資本
政策による 

平成27年
５月25日 

㈱TSパート
ナーズ  

代表取締役 
菅原貴弘 

同上 

  
同上 

  
  

羽藤秀雄 東京都 
港区 

特別利害
関係者等
（当社の
取締役） 

100 12,000,000 
(120,000) 

(注)５ 

同上 

平成27年
12月14日 

小林稔忠 東京都 
千代田区 

特別利害 
関係者等 
（大株主 
上位10名）

㈱小林 
代表取締役
小林稔忠 

東京都 
千代田区
一番町
16-3-
1201 

特別利害 
関係者等 
（大株主 

上位10名）

342 41,040,000 
(120,000) 

(注)５ 

所有者の 
事情による 

平成28年
２月15日 

㈱ティ・エ
イチ・ワン 
代表取締役 
廣岡哲也 

東京都
豊島区
目白 
3-10-4 

― ㈱小林稔忠
事務所 

代表取締役
小林稔忠 

東京都 
千代田区
丸の内3-
1-1-928 

同上 50 5,000,000 
(100,000) 

(注)５ 

同上 

  
  

平成28年
２月15日 

㈱小林稔忠
事務所 

代表取締役 
小林稔忠 

東京都 
千代田区
丸の内3-
1-1-928 

特別利害 
関係者等 
（大株主 
上位10名）

瓜生 
健太郎 

東京都
文京区 

同上 25 2,500,000 
(100,000) 

(注)５ 

同上 

  

平成28年
２月15日 

㈱小林稔忠
事務所 

代表取締役 
小林稔忠 

同上 同上 小林稔忠 東京都 
千代田区

同上 25 2,500,000 
(100,000) 

(注)５ 

同上 

  

平成28年
２月16日 

菅原貴弘 東京都
港区 

特別利害 
関係者等 
（大株主 
上位10名）
（当社の代
表取締役）

奥山成美 東京都 
墨田区 

  
  

特別利害
関係者等
（当社の
監査役） 

40 4,800,000 
(120,000) 

(注)５ 

当社の資本
政策による 
  

平成28年
３月２日 

菅原貴弘 同上 同上 エルテス 
社員持株会
理事長 

安達亮介 

東京都 
港区 
新橋 

5-14-10 

当社 
社員持株会

150 18,000,000 
(120,000) 

(注)５ 

同上 

平成28年
３月14日 

菅原貴弘 同上 同上 瓜生 
健太郎 

  

東京都
文京区 

特別利害 
関係者等 

（大株主上
位10名） 

  

50 6,000,000 
(120,000) 

(注)５ 

事業上の 
関係強化の 

ため 

平成28年
３月14日 

菅原貴弘 同上 同上 ㈱小林 
代表取締役
小林稔忠 

東京都 
千代田区
一番町
16-3-
1201 

特別利害 
関係者等 

（大株主上
位10名） 

20 2,400,000 
(120,000) 

(注)５ 

同上 

平成28年
３月14日 

菅原貴弘 同上 同上 小林紀子 東京都
文京区 

特別利害 
関係者等の
二親等内の

血族 

10 1,200,000 
(120,000) 

(注)５ 

同上 

平成28年
３月14日 

菅原貴弘 同上 同上 毛利 
由加子 

茨城県
守谷市 

同上 10 1,200,000 
(120,000) 

(注)５ 

同上 
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(注) １．当社は、株式会社東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、同取引所が定める有価証券上場

規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持株会を除

く。以下１において同じ)が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して２年前の日(平成26年３月

１日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前

の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該

株式等の移動の状況を同施行規則第219条第１項第２号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書

(Ⅰの部)」に記載するものとするとされております。 

２．当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容に

ついての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事

務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該

記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所

は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表するこ

とができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上

記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引

参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされておりま

す。 

３．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。 

(1) 当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」という。)、役員

等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社

及びその役員 

(2) 当社の大株主上位10名 

(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員 

(4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びその

役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社 

４．平成28年７月６日開催の取締役会決議により、平成28年７月30日付で普通株式１株につき100株の株式分割

を行っておりますが、上記「移動株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割前の「移動株数」及び「価格

（単価）」を記載しております。 

５．移動価格算定方式は次のとおりです。 

DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格

を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議のうえ、決定いたしました。 

６．移動価格は新株予約権の行使条件による価格であります。 

  

 

移動 
年月日 

移動前 
所有者の 
氏名又は 
名称 

移動前 
所有者 
の住所 

移動前 
所有者の 
提出会社 
との関係等

移動後 
所有者の
氏名又は
名称 

移動後 
所有者
の住所 

移動後 
所有者の 
提出会社 

との関係等

移動 
株数 
(株) 

価格 
(単価) 
(円) 

移動理由 

平成28年

３月14日 

菅原貴弘 東京都

港区 

特別利害 

関係者等 

（大株主

上位10

名） 

（当社の

代表取締

役） 

上野 

千寿子 

東京都

文京区 

特別利害 

関係者等

の二親等

内の血族 

10 1,200,000 

(120,000) 

(注)５ 

事業上の 

関係強化の 

ため 

平成28年

10月６日 

ドコモ・イ

ノベーショ

ンファンド

投資事業 

組合 

業務執行組

合員 

㈱ＮＴＴ 

ドコモ・ベ

ンチャーズ 

代表取締役

社長 

中山俊樹 

東京都 

港区赤坂 

1-12-32 

特別利害 

関係者等 

（大株主

上位10

名） 

ＮＴＴコム 

オンライン

・マーケ 

ティング 

・ソリュー

ション㈱ 

代表取締役

社長 

塚本良江 

東京都 

品川区

大崎 

1-5-1 

特別利害 

関係者等 

（大株主

上位10

名） 

600 103,980,000 

（173,300） 

(注)５ 

所有者の事

情による 
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第２ 【第三者割当等の概況】 

  

１ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】 

  

(注) １．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以

下のとおりであります。 

(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請

日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行

っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間

で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所へ

の報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うも

のとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。 

(2) 同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年

度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権（会社法第238条第１

項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。）の割当てを行

っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権の所有、

譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める

事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされており

ます。 

(3) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年

度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っ

ている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割

当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報

告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところ

により提出するものとされております。 

(4) 当社が、前３項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の

取消しの措置をとるものとしております。 

(5) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、平成28年２月29日であります。 

 

項目 株式① 株式② 株式③ 株式④ 新株予約権① 新株予約権② 

発行年月日 
平成26年 
３月31日 

平成26年 
12月19日 

平成27年 
10月２日 

平成27年 
11月27日 

平成27年 
８月28日 

平成28年 
２月29日 

種類 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 
第２回 

新株予約権 

第３回 
新株予約権 

（ストック・ 
オプション） 

発行数 1,225株 800株 4,456株 833株 
普通株式 
1,600株 

普通株式 
585株 

(注)７ 

発行価格 
80,000円 
(注)５ 

100,000円
(注)５

120,000円
(注)５

120,000円
(注)５

120,000円 
(注)６ 

120,000円
(注)６

資本組入額 40,000円 50,000円 60,000円 60,000円 60,000円 60,000円

発行価額の総額 98,000,000円 80,000,000円 534,720,000円 99,960,000円 192,000,000円 70,200,000円

資本組入額の総額 49,000,000円 40,000,000円 267,360,000円 49,980,000円 96,000,000円 35,100,000円

発行方法 第三者割当 第三者割当 第三者割当 第三者割当 

平成27年８月
24日開催の臨
時株主総会に
おいて、会社
法の第236条の
規定に基づく
新株予約権の
付与に関する
決議を行って
おります。 

平成28年２月
15日開催の臨
時株主総会に
おいて、会社
法の第 236条
の規定に基づ
く新株予約権
の付与（スト
ック・オプシ
ョン）に関す
る決議を行っ
ております。 

保有期間等に 
関する確約 

― ― (注)２． (注)２． (注)３． (注)４．
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２．同施行規則第255条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株

式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６ヶ月間を経過する日

(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過していない場合には、割

当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っており

ます。 

３．同施行規則第257条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、報酬として割当てを

受けた新株予約権（以下「割当新株予約権」という。）を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後

６ヶ月を経過する日（当該日において割当新株予約権の割当日以後１年間を経過しない場合には、割当新株

予約権の割当日以後１年間を経過する日）まで所有する等の確約を行っております。 

４．同施行規則第259条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬

として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使

を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。 

５．安定株主及び取引先との関係強化を目的としたもので、発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシ

ュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しておりま

す。 

６．株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー

法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。 

７．新株予約権②については、従業員の退職により５株失効しており、発行数は580株であります。 

８．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであ

ります。 

９．平成28年７月６日開催の取締役会決議により、平成28年７月30日付で普通株式１株につき100株の株式分割

を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」は当該株式分割前の「発行数」、

「発行価格」及び「資本組入額」を記載しております。 

  

 

  新株予約権① 新株予約権② 

行使時の払込金額 １株につき120,000円 １株につき120,000円 

行使期間 
平成27年９月１日から 
平成37年８月31日まで 

平成30年３月１日から 
平成38年２月14日まで 

行使の条件 

「第二部 企業情報 第４ 提出
会社の状況 １ 株式等の状況
(2）新株予約権等の状況」に記

載のとおりであります。 

「第二部 企業情報 第４ 提出
会社の状況 １ 株式等の状況
(2）新株予約権等の状況」に記

載のとおりであります。 

新株予約権の譲渡に関す
る事項 

新株予約権を譲渡するときは、当
社取締役会の承認を要する。 

新株予約権を譲渡するときは、当
社取締役会の承認を要する。 
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２ 【取得者の概況】 
  

株式① 

  

株式② 

  

 

取得者の氏名 
又は名称 

取得者の住所 

取得者の 
職業及び 
事業の 
内容等 

割当株数
(株) 

価格(単価) 
(円) 

取得者と 
提出会社との関係

㈱電通 
代表取締役社長 石井直 
資本金 74,609百万円 

東京都港区東新
橋1-8-1 

広告業 625 50,000,000 
（80,000） 

  

特別利害関係者
等（大株主上位
10名） 

ドコモ・イノベーションファンド投資
事業組合 
業務執行組合員㈱ＮＴＴドコモ・ベン
チャーズ  
代表取締役社長 中山俊樹 
資本金 50百万円 

東京都港区赤坂
1-12-32 

投資事業
組合 

600 48,000,000 
（80,000） 

  

特別利害関係者
等（大株主上位
10名） 

 

取得者の氏名 
又は名称 

取得者の住所 

取得者の 
職業及び 
事業の 
内容等 

割当株数
(株) 

価格(単価) 
(円) 

取得者と 
提出会社との関係

みずほ成長支援投資事業有限責任組合 
無限責任組合員みずほキャピタル㈱ 
代表取締役社長 齊藤肇 
資本金 902百万円 

東京都千代田区
内幸町1-2-1 

投資事業
組合 

500 50,000,000 
（100,000） 

  

特別利害関係者
等（大株主上位
10名） 

㈱コーエーテクモキャピタル 
代表取締役 襟川陽一 
資本金 １百万円 

神奈川県横浜市
港北区箕輪町1-
23-3 

ベンチャー
キャピタル

200 20,000,000 
（100,000） 

  

特別利害関係者
等（大株主上位
10名） 

香川証券㈱ 
代表取締役社長 中條博之 
資本金 555百万円 

香川県高松市磨
屋町4-8 

金融商品
取引業者 

100 10,000,000 
（100,000） 

  

特別利害関係者
等（金融商品取
引業者等） 
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株式③ 

  
株式④ 

  
第２回新株予約権 平成27年８月24日開催の臨時株主総会決議に基づく新株予約権の発行 

  

 

取得者の氏名 
又は名称 

取得者の住所 

取得者の 
職業及び 

事業の内容
等 

割当株数
(株) 

価格(単価) 
(円) 

取得者と 
提出会社との関係

㈱産業革新機構 
代表取締役社長 勝又幹英 
出資金 300,010百万円 

東京都千代田区
丸の内1-4-1 

投資事業 2,500 300,000,000
（120,000） 

特別利害関係者
等（大株主上位
10名） 

㈱ＴＳパートナーズ 
代表取締役 菅原貴弘 
資本金 ６百万円 

東京都港区新橋
5-4-2-1401 

不動産賃
貸業 

833 99,960,000 
（120,000） 

特別利害関係者
等（大株主上位
10名）（役員等
により総株主の
過半数が所有さ
れている会社） 

㈱マイナビ 
代表取締役社長 中川信行 
資本金 2,102百万円 

東京都千代田区
一ツ橋1-1-1 

出版事業 416 49,920,000 
（120,000） 

― 

電通デジタル投資事業有限責任組合 
無限責任組合員㈱電通デジタル・ホー
ルディングス 
代表取締役社長 遠谷信幸 
資本金 3,050百万円 

東京都中央区築
地1-13-1 

投資事業
組合 

416 49,920,000 
（120,000） 

― 

岩手新事業創造ファンド１号投資事業
有限責任組合  
無限責任組合員いわぎん事業創造キャ
ピタル㈱ 
代表取締役社長 稲垣秀悦 
資本金 50百万円 

岩手県盛岡市中
央通1-2-3 

投資事業
組合 

125 15,000,000 
（120,000） 

― 

ＪＡＩＣブリッジ２号投資事業有限責
任組合 
無限責任組合員ＪＡＩＣ・キャピタ
ル・パートナーズ㈱ 
代表取締役 細窪政 
資本金 10百万円 

東京都千代田区
神田錦町3-11 

投資事業
組合 

125 15,000,000 
（120,000） 

― 

ＮＢＣエンジェルファンド１号投資事
業組合 
無限責任組合員事業創造キャピタル㈱ 
代表取締役 永瀬俊彦 
資本金 53百万円 

新潟県新潟市中
央区米山3-1-53

投資事業
組合 

41 4,920,000 
（120,000） 

― 

 

取得者の氏名 
又は名称 

取得者の住所 

取得者の 
職業及び 
事業の 
内容等 

割当株数
(株) 

価格(単価) 
(円) 

取得者と 
提出会社との関係

ＮＴＴインベストメント・パートナー

ズファンド投資事業組合 

業務執行組合員㈱ＮＴＴドコモ・ベン

チャーズ 

代表取締役社長 中山俊樹 

資本金 50百万円 

東京都港区赤坂

1-12-32 

投資事業

組合 

833 99,960,000 

（120,000） 

特別利害関係者

等（大株主上位

10名） 

 

取得者の氏名 
又は名称 

取得者の住所 

取得者の 
職業及び 

事業の内容
等 

割当株数
(株) 

価格(単価) 
(円) 

取得者と 
提出会社との関係 

㈱ＴＳパートナーズ 

代表取締役 菅原貴弘 

資本金 ６百万円 

東京都港区新橋

5-4-2-1401 

資産管理

会社 

1,600 192,000,000 

（120,000） 

特別利害関係者等（大株主上位

10名）（役員等により総株主の

過半数が所有されている会社）
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第３回新株予約権 平成28年２月15日開催の臨時株主総会決議に基づくストック・オプションの発行 

(注) １．平成28年７月６日開催の取締役会決議により、平成28年７月30日付で普通株式１株につき100株の株式分割
を行っておりますが、上記割当株数及び価格は株式分割前の割当株数及び価格で記載しております。 

２．退職により従業員１名５株分の権利が喪失しております。 

  

３ 【取得者の株式等の移動状況】 
  

  該当事項はありません。 

 

取得者の氏名 
又は名称 

取得者の住所 
取得者の職
業及び事業
の内容等 

割当株数
(株) 

価格(単価) 
(円) 

取得者と提出会社の関係 

松林 篤樹 東京都港区 会社役員 200 
24,000,000 

（120,000） 
特別利害関係者等（当社の取締役） 

安達 亮介 東京都港区 会社員 55 
6,600,000 

（120,000） 
当社従業員 

紺野 祐樹 東京都港区 会社役員 50 
6,000,000 

（120,000） 
特別利害関係者等（当社の取締役） 

羽藤 秀雄 東京都港区 会社役員 50 
6,000,000 

（120,000） 
特別利害関係者等（当社の取締役） 

平野 元希 東京都港区 会社員 40 
4,800,000 

（120,000） 
当社従業員 

五十嵐 洋次 東京都西東京市 会社員 30 
3,600,000 

（120,000） 
当社従業員 

榎戸 裕謙 千葉県柏市 会社員 25 
3,000,000 

（120,000） 
当社従業員 

五島 魅散 東京都港区 会社員 10 
1,200,000 

（120,000） 
当社従業員 

倉持 武悦 東京都港区 会社員 10 
1,200,000 

（120,000） 
当社従業員 

飯野 隆明 
神奈川県川崎市幸
区 

会社員 10 
1,200,000 

（120,000） 
当社従業員 

齋藤 智寛 
神奈川県川崎市中
原区 

会社員 10 
1,200,000 

（120,000） 
当社従業員 

諸橋 正崇 東京都青梅市 会社員 10 
1,200,000 

（120,000） 
当社従業員 

宮宗 唯 東京都千代田区 会社員 10 
1,200,000 

（120,000） 
当社従業員 

高玉 将 
福岡県福岡市中央
区 

会社員 10 
1,200,000 

（120,000） 
当社従業員 

石田 和巳 埼玉県鴻巣市 会社員 5 
600,000 

（120,000） 
当社従業員 

片岡 宏文 兵庫県たつの市 会社員 5 
600,000 

（120,000） 
当社従業員 

木澤 健太郎 大阪府寝屋川市 会社員 5 
600,000 

（120,000） 
当社従業員 

木村 光彦 東京都足立区 会社員 5 
600,000 

（120,000） 
当社従業員 

佐波 和志 東京都葛飾区 会社員 5 
600,000 

（120,000） 
当社従業員 

城間 紀子 東京都港区 会社員 5 
600,000 

（120,000） 
当社従業員 

藤田 朱夏 東京都中央区 会社員 5 
600,000 

（120,000） 
当社従業員 

堀口 幸憲 
神奈川県川崎市川
崎区 

会社員 5 
600,000 

（120,000） 
当社従業員 

松橋 彩子 
神奈川県川崎市川
崎区 

会社員 5 
600,000 

（120,000） 
当社従業員 

三好 翔 
大阪府大阪市中央
区 

会社員 5 
600,000 

（120,000） 
当社従業員 

渡邉 隆 東京都荒川区 会社員 5 
600,000 

（120,000） 
当社従業員 

渡邉 陽介 東京都葛飾区 会社員 5 
600,000 

（120,000） 
当社従業員 
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第３ 【株主の状況】 

 

 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

(株) 
  

株式総数に対 
する所有株式数
の割合(％) 

菅原 貴弘（注）１、２ 東京都港区 711,600 29.41 

㈱ＴＳパートナーズ（注）２、３ 東京都港区新橋5-4-2-1401 
254,200 

（160,000） 
10.51

（6.61） 

㈱産業革新機構（注）２ 東京都千代田区丸の内1-4-1 250,000 10.33 

宮前 幸央（注）２ シンガポール国 100,000 4.13 

ＮＴＴインベストメント・パートナーズ 
ファンド投資事業組合（注）２ 

東京都港区赤坂1-12-32 83,300 3.44 

瓜生 健太郎（注）２ 東京都文京区 75,900 3.14 

㈱電通（注）２ 東京都港区東新橋1-8-1 62,500 2.58 

ＮＴＴコム オンライン・マーケティン
グ・ソリューション㈱ （注）２ 

東京都品川区大崎1-5-1 60,000 2.48 

みずほ成長支援 
投資事業有限責任組合（注）２ 

東京都千代田区内幸町1-2-1 50,000 2.07 

㈱アドベンチャー（注）２ 東京都港区白金台2-26-10 50,000 2.07 

アントレプレナー投資事業組合 東京都港区六本木4-11-4 45,600 1.88 

Ｈｅｒｏ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ㈱ 東京都千代田区麹町2-6 45,600 1.88 

池田 弘 新潟県新潟市中央区 45,600 1.88 

佐護 勝紀 東京都港区 41,600 1.72 

電通デジタル投資事業有限責任組合 東京都中央区築地1-13-1 41,600 1.72 

㈱マイナビ 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 41,600 1.72 

松林 篤樹（注）４ 東京都港区 
40,000  

（20,000） 
1.65

（0.83） 

小林 稔忠（注）２ 東京都千代田区 36,700 1.52 

㈱小林（注）２ 東京都千代田区一番町16-3-1201 36,200 1.50 

エルテス社員持株会 東京都港区新橋5-14-10 20,000 0.83 

㈱コーエーテクモキャピタル 神奈川県横浜市港北区箕輪町1-23-3 20,000 0.83 

八木 理恵子 中華人民共和国香港特別行政区 20,000 0.83 

松木 悠宣 東京都千代田区 15,000 0.62 

羽藤 秀雄（注）４ 東京都港区 
15,000  

（5,000） 
0.62

（0.21） 

江口 夏郎 東京都千代田区 12,500 0.52 

ＪＡＩＣ－ブリッジ２号投資事業 
有限責任組合 

東京都千代田区神田錦町3-11 12,500 0.52 

岩手新事業創造ファンド１号 
投資事業有限責任組合 

岩手県盛岡市中央通1-2-3 12,500 0.52 

森山 博暢 東京都世田谷区 12,000 0.50 

㈱ターン・アラウンド・マネジメント 大阪府豊中市緑丘1-4-7 12,000 0.50 
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(注) １．特別利害関係者等（当社の代表取締役） 
２．特別利害関係者等（大株主上位10名） 
３．特別利害関係者等（役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社） 
４．特別利害関係者等（当社の取締役） 
５．特別利害関係者等（金融商品取引業者等） 
６．特別利害関係者等（当社の監査役） 
７．当社の従業員 
８．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。 
９．株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。 
10．平成28年７月６日開催の取締役会決議により、平成28年７月30日付で普通株式１株につき100株の株式分割 

を行っており、上記所有株式数は株式分割後の所有株式数で記載しております。 

 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

(株) 
  

株式総数に対 
する所有株式数
の割合(％) 

野田 勝憲 東京都世田谷区 10,000 0.41 

木村 純 東京都中野区 10,000 0.41 

飯嶋 庸夫 東京都千代田区 10,000 0.41 

鎌田 正彦 東京都港区 10,000 0.41 

香川証券㈱（注）５ 香川県高松市磨屋町4-8 10,000 0.41 

西江 肇司 東京都渋谷区 10,000 0.41 

紺野 祐樹（注）４ 東京都港区 
10,000 

（5,000） 
0.41

（0.21） 

川﨑 史顯 東京都品川区 6,000 0.25 

五十嵐 洋次（注）７ 東京都西東京市 
6,000 

（3,000） 
0.25

（0.12） 

安達 亮介（注）７ 東京都港区 
5,500  

（5,500） 
0.23

（0.23）

高橋 宜治（注）６ 埼玉県さいたま市浦和区 5,000 0.21 

本橋 広行（注）６ 埼玉県戸田市 5,000 0.21 

㈱ぱど 東京都品川区上大崎2-13-17 5,000 0.21 

寒川 良作 東京都港区 5,000 0.21 

山本 邦彦 新潟県胎内市 5,000 0.21 

倉橋 泰 東京都品川区 5,000 0.21 

七海 秀之 埼玉県朝霞市 5,000 0.21 

ブルーストーンキャピタル㈱ 東京都港区海岸1-2-3 5,000 0.21 

菅下 清廣 神奈川県横浜市青葉区 5,000 0.21 

横田 誠 埼玉県さいたま市南区 5,000 0.21 

清水 剛 東京都目黒区 5,000 0.21 

奥山 成美（注）６ 東京都墨田区 5,000 0.21 

清水 秀雄 新潟県新潟市西区 5,000 0.21 

水野 雄太 東京都千代田区 5,000 0.21 

その他（30名）   
38,600  

（19,500） 
1.60

（0.81） 

計 ― 
2,419,600 

（218,000） 
100.00

（9.01）
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独立監査人の監査報告書 

  

平成28年10月５日

株式会社エルテス 

取締役会 御中 

  

  

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社エルテスの平成26年３月１日から平成27年２月28日までの第４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監

査を行った。 

  

財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

  

監査意見 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社エルテスの平成27年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロ

ーの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

 

  
 

三優監査法人 
 

代表社員 
業務執行社員 

  公認会計士  杉  田     純  ㊞ 
 

代表社員 
業務執行社員 

  公認会計士  岩  田  亘  人  ㊞ 
 

業務執行社員   公認会計士  抜  水  信  博  ㊞ 
 

  

(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券届出書提出
会社)が別途保管しております。 

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 
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独立監査人の監査報告書 

  

平成28年10月５日

株式会社エルテス 

取締役会 御中 

  

  

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社エルテスの平成27年３月１日から平成28年２月29日までの第５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細

表について監査を行った。 

  

財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

  

監査意見 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社エルテスの平成28年２月29日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロ

ーの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

  
 

三優監査法人 
 

代表社員 
業務執行社員 

  公認会計士  杉  田     純  ㊞ 
 

代表社員 
業務執行社員 

  公認会計士  岩  田  亘  人  ㊞ 
 

業務執行社員   公認会計士  抜  水  信  博  ㊞ 
 

  

(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券届出書提出
会社)が別途保管しております。 

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 
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独立監査人の四半期レビュー報告書 

  
平成28年10月５日

株式会社エルテス 

取締役会  御中 

  

  

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エルテ

スの平成28年３月１日から平成29年２月28日までの第６期事業年度の第２四半期会計期間(平成28年６月１日から平成28

年８月31日まで)及び第２四半期累計期間(平成28年３月１日から平成28年８月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。 

  
四半期財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  
監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。 

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  
監査人の結論 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エルテスの平成28年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がす

べての重要な点において認められなかった。 

  
利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上
  

  

  
 

三優監査法人 
 

代表社員 
業務執行社員 

  公認会計士  杉  田     純  ㊞ 
 

代表社員 
業務執行社員 

  公認会計士  岩  田  亘  人  ㊞ 
 

業務執行社員   公認会計士  抜  水  信  博  ㊞ 
 

  

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券
届出書提出会社)が別途保管しております。 

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 
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